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侠

西

同

州

の

馬

氏

|
|
明
清
時
代
に
お
け
る
一
郷
紳
の
系
譜
|
|

寺

田

隆

信

源
を
甘
粛
省
滑
源
豚
鳥
鼠
山
附
近
に
設
す
る
滑
水
は
、
賓
鶏
豚
か
ら
快
西
省
の
領
域
に
は
い
り
、
東
流
し
て
澄
開
に
い
た
っ
て
黄
河
に
合
流

す
る
。
質
鶏
か
ら
溜
聞
に

い
た
る
滑
水
流
域
は
、
河
谷
よ
う
や
く
ひ
ら
け
、
中
園
文
化
の
瑳
鮮
の
地
と
し
て
、
古
く
周
代
以
来
、
秦
・
漢
・
惰

・
唐
諸
王
朝
の
時
代
を
つ
う
じ
て
、
西
安
附
近
は
永
〈
園
都
の
地
で
あ
っ
た
。
西
安
は
明
初
に
か
く
の
如
く
改
名
さ
れ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
古
都

長
安
で
あ
り
、
明
代
に
は
州
六

・
照
三
十
三
を
領
す
る
快
西
省
舎
の
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
西
安
か
ら
東
北
約

一二

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ

に
同
州
は
あ
り
、
明
代
を
つ
う
じ
て
、
西
安
府
の
属
州
で
あ
っ
た
が
、
自
ら
も
ま
た
、
朝
邑
・
部
陽
・
韓
城
・
澄
城
・
白
水
の
五
臓
を
統
轄
す

①

③
 

る
、
首
地
方
の
一
中
心
地
で
あ
っ
た
。
明
代
に
お
い
て
快
西
省
が
生
ん
だ
唯
一
人
の
「
宰
相
」
で
あ
る
馬
自
強
(
正
徳
八
J
高
暦
六
)
は
、
こ
の
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同
州
に
誕
生
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
同
州
の
馬
氏
に
つ
い
て
は
、

@
 

「関
西
馬
氏
世
行
錯
」

(
全
一
回
答
)
と
題
す
る
一
種
の
家
譜
的
碑
俸
集
が
、

明
初
か
ら
清
代
末
期
ま
で
、

四
・
五
百
年
間
の
系
譜
を
、

本
論
に
み
る
と
お
り
、
「
世
行
録
」
に
墓
誌
銘
や
俸
を
も
っ
人
々
は
、

末
孫
の
馬
先
登
(
生

族
人
の
経
歴
と
と

卒
年
不
明
、
道
光
二
七
年
の
進
土
)
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
て
お
り
、

も
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
系
譜
は
別
表
の
如
く
で
あ
る
が
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
生
員
以
上
の
身
分
を
も
ち
、
官
界
・
政
界
に
活
躍
し
た
ば
か
り
か
、
郷
里
の
同
州
一
固
に
お
い
て
も
、
在
地
の
有
力
者
あ
る
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い
は
指
導
者
と
し
て
、
郷
常
時
に
大
き
な
影
響
力
を
震
揮
し
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
馬
氏
は
典
型
的
な
「
郷
紳
」
の
一
家
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

し
か
も
、

「
世
行
録
」
は
、
馬
氏
の
系
譜
や
族
人
の
経
歴
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
在
地
に
お
け
る
勢
力
関
係
、
経
済
的

基
盤
を
も
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
貼
に
つ
い
て
も
、
有
用
な
史
料
た
る
を
失
わ
な
い
。

明
清
時
代
を
つ
う
ず
る
馬
氏
一
族
の
生
き
方
を
解
説
し
て
み
よ
う
と
思

た
と
え
ば
、
地
域
社
舎
に
お
け
る
政
治
・
経
済
・
文
化
の
諸
機
能
に
つ

そ
こ
で
、

以
下
、

こ
の
「
世
行
録
」

を
主
た
る
史
料
と
し
つ
つ
、

ぅ
。
そ
れ
は
、

「
郷
紳
」
と
、
彼
ら
の
周
遊
に
よ
こ
た
わ
る
諸
問
題
、

い
て
、
彼
ら
が
に
な
っ
た
役
割
を
賓
態
的
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「
郷
紳
」
問
題
を
箆
明
す
る
た
め
の
、

一
つ
の
ケ
l
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と

な
る
で
あ
ろ
う
。

先
考
南
野
公
壁
批
李
淑
人
縫
批
張
氏
行
朕
(
世
行
録
雪
一
〉
に
は
、

馬
氏
の
遠
い
祖
先
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
馬
自
強
自
撰
の
父
親
馬
珍
の
惇
1

1
詰
贈
通
議
大
夫
倉
事
府
倉
事
粂
翰
林
院
侍
讃
皐
土

記
す
と
こ
ろ
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
書
れ
て
お
り
、

他
の
史
料
に
つ
い
て
も
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同
じ
で
あ
る
。

馬
民
上
世
、
故
無
譜
、
長
老
侍
言
、
園
初
避
兵
来
家
於
同
州
城
南
八
里
許
馬
坊
頭
、
今
所
可
知
者
、
僅
五
世
租
耳
、
五
世
潟
和
卿
、
和
卿

生
克
敬
、
世
業
農
稿
善
富
、
克
敬
生
馴
太
闘
争
生
、
馴
生
文
、
文
生
通
太
摩
生
、
知
博
野
繁
時
二
鯨
、
以
廉
幹
問
、
・
:
有
六
子
、
先
公
最
少
、

韓
珍
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
馬
氏
は
、
明
初
の
頃
、
戦
飽
を
避
け
て
同
州
城
南
八
里
ば
か
り
の
馬
坊
頭
に
移
り
住
ん
だ
が
、
名
前
の
明
ら
か
な
の
は
馬

@
 

和
卿
な
る
人
物
が
最
も
古
い
と
い
う
。
別
の
史
料
に
は
、
同
州
に
来
る
ま
で
、
馬
氏
は
扶
風
の
人
で
あ
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
同
じ
険
西
の
鳳
朔

稿
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
か
ら
、
馬
氏
は
一
躍
富
農
と
認
め
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

府
扶
風
鯨
か
ら
同
州
に
移
住
し
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
馬
和
卿
の
子
を
克
敬
と
い
う
が
、
こ
の
頃
、
す
で
に
「
農
を
業
と
し
善
富
を

つ
い
で
、
克
敬
の
子
馴
に
い
た
っ
て
、
太
皐
生
と
な
り
、
は



繁
峠
ハ
山
西
〉
南
鯨
の
知
牒
を
歴
任
し
、

つ
ま
り
馬
自
強
の
父
親
で
あ
る
。

じ
め
て
士
大
夫
の
身
分
を
獲
得
し
た
e

そ
の
馴
の
子
が
文
で
あ
夕
、
文
の
子
が
通
で
あ
る
が
、
彼
は
太
鼠
平
生
か
ら
出
費
し
て
、
博
野
(
直
隷
V

・

馬
氏
と
し
て
最
初
の
任
官
者
と
な
っ
た
。
通
に
は
五
(
白
人
の
男
子
が
あ
っ
た
が
、

末
子
が
珍
、

と
こ
ろ
で
、

「
馬
氏
世
行
録
」
の
お
さ
め
る
俸
記
の
う
ち
、

の
事
賓
は
、
馬
氏
が
祖
先
の
事
蹟
を
記
録
に
の
こ
し
う
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
こ
の
時
期
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

馬
氏
の
祉
曾
的
'
経
済
的
地
位
が
定
ま
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
が
、
ま
た
、
馬
自
強
の
功
績
に
よ
り
、
租
先
に
官
位
を
追
婚
さ
れ
る
に

一
番
古
い
の
は
、
馬
通
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
馬
自
強
の
祖
父
で
あ
る
が
、
こ

あ
た
っ
て
、
彼
ら
の
事
蹟
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
と
も
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。

@
 

馬
逼
〈
生
卒
年
不
明
)
字
は
致
遠
、
そ
の
父
文
は
八
人
の
男
子
を
も
り
た
が
、
彼
は
長
子
で
あ
る
。
十
二
才
で
州
皐
の
撃
生
と
な
り
、

ぐ〉

L、

で
景
泰
初
年
に
は
太
畢
生
に
す
す
ん
だ
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、
孫
縫
皐
撰
の
詰
贈
光
旅
大
夫
太
子
太
保
雄
部
向
書
粂
文
淵
閣
大
皐
土
繁

時
令
馬
公
神
道
碑
銘
(
世
行
録
倉
一
〉
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
み
え
る
。

十
二
補
州
諸
生
、
有
僑
盤
、
景
泰
初
、
詔
諸
生
、
納
馬
佐
溢
費
、
得
升
太
皐
、
公
遊
太
聞
壁
、
成
化
中
、
周
太
翠
生
久
次
謁
濯
、
得
保
定
之
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博
野
丞
、@

 

景

泰

初

年

と

い

え

ば

、

正

統

十

四

年

(

一

四

四

九

〉

八

月

、

い

わ

ゆ

る

明

朝

の

北

防

健

制

が

一

時

壊

滅

扶
態
に
お
ち
い
っ
て
、
兵
部
向
書
子
謙
ら
が
再
建
に
努
力
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
が
、
こ
の
時
、
馬
通
は
、
軍
馬
を
納
め
て
園
肪
費
を
援

ー

助
(
摘
納
〉
し
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
太
皐
生
と
な
り
、
成
化
年
代
に
い
た
っ
て
、
保
定
府
(
直
隷
)
博
野
勝
の
牒
丞
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
す
で
に
敷

代
前
か
ら
「
善
富
を
稽
せ
ら
れ
」
て
い
た
馬
氏
の
財
力
が
、
彼
を
官
界
に
お
し
だ
す
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
碑
銘
」
が
つ
づ
い
て
記

す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
在
任
九
年
の
後
、
成
績
を
認
め
ら
れ
た
彼
は
知
豚
に
昇
進
す
る
。
そ
し
て
、
知
鯨
在
任
四
年
の
後
、
前
後
し
て
雨
親
の

苑
に
あ
い
、
任
を
去
っ
た
が
、
服
喪
期
聞
が
お
わ
る
と
、
あ
ら
た
め
て
山
西
繁
崎
将
の
知
鯨
に
起
用
さ
れ
、
五
十
六
才
で
任
地
に
死
去
し
た
。

以
上
が
馬
温
の
生
涯
の
概
略
で
あ
る
が
、
彼
は
五
人
の
子
を
も
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
士
大
夫
の
身
全
を
も
っ
て
い
た
ら
し
く
、

「
土
木
の
嬰
」

の
直
後
に
あ
た
り
、

481 

「
子
男
五
、
瑞
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-
琉
・
藩
皆
有
官
、
落
葉
生
、
珍
宛
卒
丞
」
と
「
碑
銘
」
は
記
し
て
い
る
が
、
末
子
の
珍
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
、
具
佳
的
な
こ
と
は
何
も

わ
馬か
珍@ら
(な
成ぃ
化司。

五

嘉
立青
四
五

字
は
廷
璃
、
別
競
を
南
野
と
稽
し
た
。
彼
の
官
界
へ
の
登
場
に

つ
い
て
、
馬
自
強
撰
の
前
掲
「
行
欽
」
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

大
父
早
見
背
、
公
魚
皐
官
培
農
弟
子
、
文
春
丞
一悉
起
、
市
大
母
憐
少
子
、
不
欲
以
攻
文
苦
之
、
奉
例
升
太
率
、
:
:
:
後
十
除
年
、
而
震
宛

卒
豚
豚
丞
、

州
皐
の
皐
生
と
な
っ
た
後
、
末
子
で
あ
る
彼
を
勉
皐
で
苦
し
め
る
こ
と
を
願
わ
な
か

っ
た
母
親
の
希
墓
で
、
父
親
と
同
じ
く
掲
納
に
よ
っ
て

太
皐
生
と
な
っ
た
馬
珍
は
、
十
数
年
を
へ
て
、
直
隷
順
天
府
宛
卒
鯨
の
鯨
丞
に
任
官
し
た
。
つ
づ
い
て
、
嘉
靖
初
年
、
無
買
の
罪
で
告
設
さ
れ

た
が
、
あ
え
て
捧
解
せ
ず
、
豚
丞
の
官
を
菟
ぜ
ら
れ
た
の
を
機
に
蹄
郷
、
以
後
、
郷
里
に
あ
っ
て
、
母
へ
の
孝
養
と
子
弟
の
訓
育
を
つ
と
め
と

し
て
徐
生
を
お
く

つ
た
と
、

「
行
紋
」
は
記
し
て
い
る
。

-160ー

馬
珍
の
官
僚
生
活
は
右
の
と
お
り
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
場
合
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
開
郷
後
の
生
活
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
馬
氏
の
家
庭
と
経
済
紋
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
行
獄
」
は
書
い
て
い
る
。

賞
是
時
、
余
家
〈
馬
氏
)
一
一
一
世
間
居
、
上
無
私
積
、
下
無
間
言
、
家
庭
之
問
、
棄
権
問
如
也
、

一
去
、
公
用
財
不
盈
縮
計
、
有
則
用
室
乃
己
、
以
故
雄
嘗
子
鏡
無
厚
積
、
用
数
不
足
、
市
公
恰
然
自
繁
、
常
手
一
編
以
自
娯
、
見
古
人
忠
孝

後
以
子
孫
滋
繁
、

輿
諸
姪
折
居
、
尤
多
所
譲

節
義
事
、
必
嘆
賞
久
之
、

す
な
わ
ち
、
こ
の
頃
、
馬
氏
は
家
産
の
分
割
を
し
た
こ
と
、
記
述
は
や
や
具
佳
性
を
絞
く
が
、
馬
氏
は
金
貸
し
を
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
な

ど
が
知
ら
れ
る
。
馬
珍
の
俸
と
し
て
「
世
行
録
」
は
他
に
三
編
を
お
さ
め
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
、
張
四
維
の
詰
贈
通
議
大
夫
倉
事
府
倉
事
躍

部
左
侍
郎
粂
翰
林
院
侍
讃
皐
士
直
隷
順
天
府
宛
卒
鯨
鯨
丞
南
野
馬
公
墓
誌
銘
(
世
行
鎌
倉
ニ
)
は
、
金
貸
し
を
営
む
彼
に
つ
い
て
、

、
つ
ぎ
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。



家
畜
鏡
裕
、
公
博
皐
好
施
、
用
財
不
醤
省
有
無
、
難
常
子
貸
銭
穀
、
卒
無
以
自
殖
、
人
或
不
能
償
、
郎
輿
折
葬
、
郷
人
習
公
長
者
、
或
併

絹
本
膳
浪
之
、
亦
不
興
校
也
、

ま
た
1

李
廷
機
の
筆
に
な
る
墓
表
(
世
行
録
空
一
〉
も
、
右
と
同
じ
こ
と
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

其
先
世
子
銭
穀
、
公
雄
循
信
用
之
、
而
時
時
棄
責
矯
券
、
多
所
縦
舎
、
郷
人
習
公
長
者
、
往
往
震
詐
設
以
逃
責
、
公
不
疑
、
郎
知
亦
途
置
不

R
H
e

、

R
H
 

以
上
に
よ
っ
て
、
馬
氏
が
代
余
金
貸
し
を
や
っ
て
お
り
、
宮
崎
珍
も
こ
れ
を
受
け
つ
い
だ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
彼
の
場
合
は
、
人

柄
の
反
映
と
し
て
、
重
い
利
息
を
と
ら
ず
、
返
済
不
能
の
者
、
偽
っ
て
返
済
し
な
い
者
た
ち
に
も
、
寛
大
で
あ
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
そ

「
行
賦
」
に
「
里
中
の
人
、
長
少
と
な
く
、
た
だ
に
公
を
望
見
す
れ
ば
析
然
起
敬
せ
ざ
る
な
き
の
み
な
ら
ず
、
背
後
に
も
絶
え
て
一
怨

言
者
な
し
」
と
記
す
よ
う
な
、
郷
議
の
傘
敬
を
あ
つ
め
つ
つ
生
涯
を
お
え
た
と
い
う
。
退
職
官
吏
と
し
て
の
撃
墓
と
恵
み
ぶ
か
い
人
物
と
し
て

し
て
、

の
評
剣
が
、
こ
の
よ
う
な
人
々
の
態
度
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

彼
に
は
四
人
の
子
が
あ
っ
た
。
自
勉
・
自
強
・
自
道
・
自
修
で
あ
る
。
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馬
自
一
勧
ハ
正
徳
四
1
高
暦
二
四
)
字
は
伯
惣
、
撲
を
埜
奄
と
い
う
。
幼
時
か
ら
皐
業
に
精
闘
し
、
向
書
や
春
秋
を
拳
ん
で
州
皐
の
闘
争
生
と
な

っ
た
が
、
郷
試
に
は
つ
い
に
合
格
し
な
か
っ
た
。
嘉
靖
四
十
二
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
河
南
郊
鯨
の
訓
導
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
父
の
喪
に
あ
っ

て
一
時
退
任
の
後
、
山
西
長
垣
鯨
の
訓
導
、
河
南
信
陽
州
の
皐
正
を
へ
て
、
隆
慶
六
年
に
は
園
子
監
助
教
に
就
任
し
た
。
つ
い
で
、
母
の
死
を

と
む
ら
っ
て
か
ら
、
高
暦
六
年
、
順
天
府
逼
剣
に
す
す
ん
だ
が
、
同
年
十
月
、
文
淵
聞
大
皐
土
と
し
て
宰
相
の
地
位
に
あ
っ
た
弟
自
強
の
死
去

を
機
に
退
官
、
そ
の
枢
に
し
た
が
っ
て
蹄
郷
し
、
以
後
、
一
切
の
官
職
に
つ
か
な
か
っ
た
。
同
州
開
郷
後
の
彼
の
生
活
を
、
王
家
扉
の
承
徳
郎

直
隷
順
天
府
逼
判
懇
苓
馬
公
墓
誌
銘
ハ
世
行
銭
空
ニ
〉
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
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奥
里
中
番
嘗
結
吐
優
瀞
、
以
祭
儀
年
、
足
跡
宰
入
城
市
、
州
守
及
諸
文
拳
、
郷
射
飲
賓
、
争
以
致
公
馬
重
、

も
と
順
天
府
通
剣
で
あ
り
、
故
宰
相
の
兄
と
い
う
こ
と
で
、
彼
に
射
す
る
郷
里
の
人
々
の
隼
敬
は
嘗
然
で
あ
る
が
、
彼
は
ま
た
、
首
地
の
官

界
や
士
大
夫
仲
間
か
ら
あ
っ
く
遁
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
八
十
八
才
の
長
需
を
全
う
し
た
後
、
四
人
の
男
子
(
恨
・
伐

・
倍
・
協
〉
を
の
こ
し
て

な
く
な
っ
た
。
な
お
、
彼
の
夫
人
楊
氏
は
、
州
西
五
里
河
上
の
楊
鳳
の
末
娘
で
あ
る
が
、
彼
女
が
十
九
才
で
自
勉
に
嫁
い
で
き
た
頃
の
こ
と
と

し
て
、
馬
自
強
の
楊
薦
人
墓
誌
銘
(
世
行
銀
各
一
ニ
)
に
は
、
つ
ぎ
の
記
載
が
あ
る
。

時
馬
氏
三
世
同
居
、
舎
食
常
数
百
指
、
中
償
事
人
極
畏
之
、
揺
人
以
新
婦
嘗
之
、
無
難
色
、

三
世
同
居
の
大
家
族
で
あ
っ
た
馬
氏
の
日
常
生
活
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
と
お
り
、
自
勉
の
父
珍
の
離
任

間
郷
後
、
馬
氏
は
家
産
の
分
割
を
貫
施
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
れ
以
前
の
事
情
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
後
、
自
勉
以
下
の

四
兄
弟
は
、
そ
れ
ぞ
れ
家
計
を
別
に
し
て
生
活
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
彼
に
も
父
親
と
同
じ
よ
う
に
、

銭
穀
の
貸
出
し
業
務
の
経
験
の
あ
る
こ
と
が
、

前
掲
「
墓
誌
銘
」

の
な
か
に
記
述
さ
れ
て
レ
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る

公
・
:
毎
遇
褒
秋
、
常
纏
婆
百
数
十
餅
、
侯
瑳
春
躯
之
、
加
畑
雅
之
直
、
其
貧
不
能
酬
直
者
、
量
貸
予
之
、
禽
合
所
牟
息
、
人
以
魚
有
褒
舟
之

義
鷲
、
丁
亥
(
高
暦
六
〉
開
中
大
侵
、
蓋
轍
之
家
、
威
利
穀
貴
、
不
肯
出
責
、
公
特
命
叔
子
、
輩
設
困
康
以
貸
餓
者
、
所
全
活
甚
衆
、

語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
彼
が
褒
穀
の
園
積
に
よ
っ
て
利
盆
を
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
義
奉
的
行
震
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
額
面
ど
お
り
に
受

け
と
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
が
牧
穫
期
に
褒
を
大
量
に
買
い
い
れ
た
の
は
、

別
に
端
境
期
に
人
々
を
救
済
す
る
だ
け
が
目
的
で
は
な

く
、
そ
の
投
機
的
買
買
が
企
て
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
す
で
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
馬
氏
が
代
々
銭
穀
の
貸
附
け
を
や
っ
て
い

た
以
上
、
そ
こ
に
利
殖
の
動
機
が
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。

馬
自
動
(
正
徳
八
?
高
暦
六
)
字
は
髄
乾
、
乾
奄
と
読
し
た
。
嘉
靖
十
九
年
、
映
西
郷
試
に
第
一
位
で
合
格
、
同
三
十
二
年
に
は
進
士
と
な

り
、
翰
林
院
庶
宕
土
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
以
後
、
翰
林
院
検
討
・
同
修
撰
・
同
侍
讃
)
司
経
局
洗
馬
粂
管
園
子
監
司
業
事
・
司
鰹
局
洗
馬
粂
翰
林



院
倖
講
・
園
子
監
祭
酒
を
歴
任
、
そ
の
問
、
何
度
か
郷
試
や
舎
試
の
同
考
官
を
つ
と
め
、
永
祭
大
典
(
融
本
〉
や
世
宗
・
穆
宗
貫
録
、
大
明
舎

典
の
編
纂
に
参
加
し
、
皇
太
子
〈
の
ち
の
一
洞
宗
)
の
講
官
を
も
っ
と
め
た
。
づ
い
で
、
倉
事
府
少
倉
事
粂
翰
林
院
侍
讃
昼
士
・
躍
部
右
侍
郎
粂

翰
林
院
侍
譲
皐
土
・
吏
部
左
侍
郎
粂
翰
林
院
侍
讃
暴
土
・
瞳
部
尚
書
粂
翰
林
院
率
土
な
ど
、
中
央
政
府
の
要
職
を
占
め
た
が
、
高
暦
六
年
三

月
、
「
首
輔
」
と
し
て
園
政
の
全
擢
を
掌
握
し
て
い
た
張
居
正
が
錆
郷
服
葬
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
推
薦
に
よ
っ
て
太
子
太
保
粂
文
淵
聞
大
皐

ま
に
す
す
み
、
張
四
維
・

…申
時
行
ら
と
と
も
に
、
内
間
に
あ
っ
て
機
務
に
参
重
し
た
が
、
在
任
六
ヶ
月
あ
ま
り
で
、
同
年
十
月
十
三
日
、
在
職

の
ま
'ま
死
去
し
た
。
た
だ
ち
に
詔
救
が
渡
せ
ら
れ
、
少
保
を
贈
り
、
文
荘
と
誼
を
賜
わ
っ
た
。
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「
世
行
録
」
巻
四
に
お
さ
め
る
六
編
の
俸
の
な
か
か
ら
、
主
と
し
て
、
次
男
憶
の
筆
に
な
る
詰
授
光
蔽
大
夫
太
子
太
保
躍
部
向
書

梁
文
淵
聞
大
皐
土
贈
少
保
語
文
荘
先
考
乾
巷
公
行
貫
に
よ
っ
て
要
約
し
た
馬
自
強
の
経
歴
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
お
り
、
馬
自

識
は
馬
氏
の
生
ん
だ
最
初
の
準
土
で
あ
り
〆
し
か
も
、
生
涯
を
つ
う
じ
て
常
に
中
央
政
府
の
官
職
を
歴
任
す
る
と
い
う
エ
リ
ー
ト
・
コ
ー
ス
を

あ
ゆ
み
、
つ
い
に
宰
相
の
地
位
に
の
ぼ
っ
た
、
い
わ
ば
官
界
の
大
御
所
的
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
が
で
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
馬
氏
の
名
撃
は
、
同

州
に
お
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
〈
、
快
西
全
省
に
も
な
り
ひ
び
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
の
長
男
恰
は
拳
人
と
な
り
、
次
男
憶
も
ま
た
進

士
と
な
っ
て
、
父
の
名
を
は
ず
か
し
め
な
か
っ
た
。

馬
自
一
偽
(
正
空

7
寓
暦
三
七
)
字
は
叔
允
、
践
は
允
苓
。
三
人
の
兄
弟
、
が
い
ず
れ
も
官
界
に
す
す
ん
だ
の
に
劉
し
、
彼
一
人
は
は
や
く

そ
の
途
を
す
て
、
終
生
佐
官
し
な
か
っ
た
。
彼
の
停
で
あ
る
、
韓
燦
の
散
官
允
竜
馬
公
墓
誌
銘
(
世
行
鎌
倉
五
〉
に
は
、

公
先
未
冠
、
己
韓
儒
業
、
治
農
回
、
尋
販
粟
邸
延
商
洛
問
、
崎
幅
駿
渉
、
家
計
浸
裕
、

と
あ
る
。
馬
氏
が
農
業
で
産
を
な
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
天
啓
同
州
志
巻
二
に
「
土
も
十
の
九
は
粂
農
す
」
と
る

e

る
よ
う
に
、
農
業
に
従
事
す
る
こ
と
は
、
嘗
地
方
で
は
、
土
大
夫
の
家
で
も
普
逼
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
商
人
と
な
っ
た
の
は
、
馬
氏
で
は
彼

が
最
初
で
あ
る
。
同
じ
快
西
省
内
の
邸
州
・
延
安
・
商
州
(
商
洛
)
な
ど
か
ら
同
州
へ
穀
物
を
販
運
す
る
の
が
、
彼
の
業
務
で
あ
っ
た
。
同
州

か
ら
都
州
・
延
安
地
方
へ
は
、
洛
水
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
よ

可
て
、
比
較
的
容
易
に
到
達
で
き
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
彼
の
兄
嫁
で
あ
る

以
上
は
、
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自
勉
夫
人
楊
氏
の
前
掲
墓
誌
銘
(
馬
自
強
撰
・
世
行
録
倉
一
一
一
〉
広
も
、

壬
辰
〈
嘉
靖
一
一
)
歳
大
侵
、
家
人
以
衣
易
粟
邸
延
、

な
ど
と
あ
る
の
に
よ
る
と
、
同
州
に
と

っ
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
は
一
種
の
食
糧
供
給
地
の
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
。
商
人
た
る

こ
と
に
劃
す
る
彼
の
考
え
方
は
、
つ
ぎ
の
一
文
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
。

有
言
昆
従
皆
儒
、
而
濁
農
且
商
者
、
鞍
然
目
、
如
是
則
蕃
黍
覆
牽
牛
馬
、
奔
走
孝
養
、
非
耶
、
:
・
其
解
言
者
亦
日
、
業
儒
光
門
戸
、
力
団

致
奉
養
、
何
偏
軽
重
之
有
、

(
韓
燃
撰
・
墓
誌
銘
)

右
文
は
、
三
人
の
兄
弟
が
官
界
に
す
ん
だ
の
に
封
し
、
彼
だ
け
が
郷
里
に
の
こ

っ
て
農
耕
と
商
業
に
専
念
し
た
理
由
を
問
わ
れ
た
時
の
返
答

で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
農
業
や
商
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
う
し
ろ
め
た
い
と
す
る
考
え
方
!は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。
官
界
に
活
躍
す
る
兄
弟

た
ち
に
代
っ
て
郷
里
を
ま
も
り
、
両
親
に
つ
か
え
る
者
の
自
負
す
ら
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
事
質
、
前
述
の
と
お
り
、

父
馬
珍
は
嘉
靖
初
年

に
退
官
鯖
郷
の
後
、
四
十
年
近
く
を
郷
里
に
す
ご
し
て
い
る
が
、
こ
の
父
親
に
つ
か
え
て
孝
養
を
つ
く
し
た
の
は
、
彼
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

人
物
が
あ

っ
て
は
じ
め
て
、
馬
自
強
ら
の
は
な
ば
な
し
い
築
達
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
は
一
子
憶
が
あ
り
、
「
明
偽
よ
り
起
り
、
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山
西
曲
沃
鯨
丞
に
官
た
り
」
と
、
父
の
「
墓
誌
銘
」
に
附
記
さ
れ
て
い
る
。

@
 

馬
自
道
〈
嘉
靖
二
J
高
暦
四
四
)

字
は
韓
道
、
暁
は
虚
苓
。
他
の
兄
弟
と
同
じ
よ
う
に

幼
時
か
ら
勉
皐
に
精
励
し
、
州
同
月
干
の
畢
生
と
な
っ

一
時
、
郷
里
に
蹄

っ
た
父
に
つ
か
え
た
後
、
太
拳
に
す
す
み
、
や
が
て
山
西
卒
定
州
の
州
剣
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

彼
の
官
歴
は
こ
れ
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
官
職
に
は
自
ら
の
意
志
で
つ
か
な
か
っ
た
。
退
官
掃
郷
後
の
彼
の
生
活
を
、
李
元
士
口
の
徴
仕
郎
卒
定

つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、

た
が
、
郷
試
に
は
合
格
せ
ず

州
判
官
虚
竜
馬
公
墓
誌
銘
(
世
行
録
轡
五
)
は
、

公
蹄
、
興
郡
中
同
志
高
年
者
結
社
、
令
節
良
辰
、
置
酒
高
舎
、

と
、
有
力
者
と
認
め
ら
れ
る
人
々
と
の
交
遊
を
指
摘
し
た
後
、
彼
が
郷
人
の
聞
で
重
ん
ぜ
ら
れ
、
利
害
の
調
停
者
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
つ
い
て
、



会
性
巌
重
、
而
明
達
炉
直
言
、
諸
郷
人
有
麓
不
得
卒
者
、
質
子
公
、
会
以
敷
語
折
伏
之
、
成
心
服
去
、

と
述
べ
、
さ
ら
に
、
彼
が
地
方
の
有
力
者
と
し
て
、
皐
枝
の
修
築
に
努
力
し
た
こ
と
を
、

公
即
以
心
計
起
家
、
而
濁
向
義
好
施
済
、
郡
修
皐
宮
、
人
無
肯
主
其
事
者
、
以
属
公
、
聞
摘
貸
借
義
、
取
材
子
市
、
徴
瓶
子
陶
，
自
大
成

股
及
雨
薦
戟
門
、
焼
然
一
新
、
一
規
昔
規
模
倍
一
勝
鷲
、

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
お
り
、
自
ら
、
退
職
の
も
と
官
僚
で
あ
り
、
宰
相
に
も
な
ろ
う
と
?
い
う
エ
リ
ー
ト
官
僚
の
兄
を
も

ち
、
嘗
地
方
の
有
力
家
族
で
あ
る
馬
氏
の
一
員
と
し
て
、
彼
が
郷
里
の
た
め
に
多
方
面
に
わ
た
っ
て
壷
力
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か

も
、
事
蹟
は
こ
れ
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
「
墓
誌
銘
」
は
、
右
に
つ
づ
け
て
、

他
如
折
張
騰
壁
常
討
等
之
券
、
還
其
産
、
完
其
償
、
典
夫
施
儀
扶
危
・
給
棒
掩
艶
・
捨
禁
救
病
者
、
蓋
不
可
勝
敏
云
、

と
い
っ
て
い
る
。
騰
壁
・
常
討
の
二
語
の
意
味
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
折
張
H
折
脹
は
帳
消
し
に
寸
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
前
半
部
は
他
人

に
貸
し
あ
た
え
た
財
貨
を
棒
引
き
に
し
、
抵
嘗
物
件
を
返
還
し
、
そ
の
償
還
を
一
菟
除
し
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
後
半
部
が
飢
僅
の
救
済

・
死
者
の
埋
葬
・
病
者
の
看
護
を
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
説
明
は
不
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
‘
彼
が
慈
善
や
救
済
の
事

業
に
も
熱
意
を
示
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
彼
の
修
業
時
代
の
こ
と
と
し
て
、
「
墓
誌
一
銘
」
は
「
回
畜
を
用
っ
て
其
家
を
起
ず
」
と
書

き
、
夫
人
王
氏
の
内
助
の
功
を
た
た
え
て
、

時
公
外
習
儒
業
‘
請
人
内
持
家
政
、
:
:
:
督
隷
人
力
団
畜
牧
、
家
日
惹
蒸
起
、
公
之
鏡
富
、
薦
人
有
力
需
、

と
レ
っ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
そ
の
家
は
農
業
と
牧
畜
に
従
事
し
、
な
お
生
産
者
的
な
側
面
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た

財
力
を
背
景
と
し
て
、
前
述
の
、
退
官
後
の
生
活
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
彼
に
は
一
子
慢
が
あ
り
、
太
拳
生
の
身
分
を
も
っ

た
と
、
父
の
「
墓
誌
銘
」
に
は
あ
る
が
、
詳
し
い
経
歴
は
不
明
で
あ
る
。

四
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「
世
行
録
」
が
つ
づ
い
て
載
せ
て
い
る
の
は
、
馬
自
勉
と
白
強
の
子
供
た
ち
の
停
で
あ
る
。

@
 

馬
慣
(
嘉
靖
九
J
高
暦
二
八
〉
馬
自
勉
の
長
子
で
、
字
は
約
甫
。
彼
が
成
人
に
達
し
た
頃
、
恐
ら
く
嘉
靖
三
十
年
代
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
嘗
時
の
馬
氏
の
吠
況
に
つ
い
て
、
李
維
摘
が
書
い
た
彼
の
停
H
賠
奉
直
大
夫
散
官
約
甫
馬
公
墓
誌
銘
(
世
行
鎌
倉
六
)
は
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

馬
氏
故
善
富
、
追
繁
時
(
通
)
宛
卒
(
珍
)
南
公
、
以
宮
減
産
、
順
天
公
(
自
勉
)
方
治
鰹
、
生
業
不
暇
問
、
而
舎
歳
数
悪
、
備
仰
時
不
給

則
調
公
、
吾
輿
爾
倶
家
督
、
吾
以
皐
腰
、
是
責
在
爾
、
何
必
讃
書
、
然
後
魚
島
平
、
子
是
公
罷
経
生
業
治
生
、

曾
祖
父
・
祖
父
二
代
に
わ
た
っ
・
て
、
掴
納
で
官
途
に
つ
い
た
た
め
、
か
な
り
財
産
を
減
ら
し
て
い
た
馬
氏
の
経
済
欣
態
で
は
、
父
と
彼
が
と

も
に
皐
業
を
全
う
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
父
の
命
に
よ
り
、
彼
は
志
を
す
て
て
家
産
の
た
て
な
お
し
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
家
産
の
分
割

に
よ
っ
て
、
経
済
朕
態
は

一
一
暦
急
迫
し
て
も
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
が
こ
れ
に
つ
い
て
い
か
に
努
力
し
た
か
を、

の
内
助
を
例
に
ひ
い
て
、

「
墓
誌
銘
」
は
、
夫
人
張
氏

-166-

(
張
)
諸
人
措
据
井
臼
機
梓
問
、
夜
以
継
目
、
公
喜
、
吾
得
鴻
妻
、
無
内
顧
突
、
三
時
督
家
衆
力
団
、
率
畝

一
鍾
、
更
院
揺
入
管
理
、
斥

芳
畝
、
積
粟
盆
鏡
、
家
有
宛
財
、

一
切
倉
卒
取
緋
無
乏
失
、
順
天
公
輿
其
仲
子
士
口
州
博
土
悦

・
季
子
福
岡
州
守
協
、
得
樽
心
輯
士
山
、
先
後
用

文
皐
起
家
、
而
順
天
公
兄
弟
富
遊
、
公
嘗
戸
事
王
父
母
童
数
、
.

と
記
す
。
彼
が
自
ら
農
業
に
精
励
し
、

一
家
の
財
産
を
ふ
や
す
の

に
成
功
し
た
ば
か
り
で
な
く
、

父
自
勉
や
弟
た
ち
が
拳
聞
に
精
馳
し
、
官
界

に
す
す
む
大
き
な
後
楯
と
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

た
と
え
、

家
産
が
豊
か
で
あ
っ
た
と
じ
て
も
、

誰
か
が
郷
里
に
あ
っ
て
家
を
ま
も

り
、
老
人
を
養
う
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
身
内
の
者
が
官
界
で
活
躍
す
る
の
が
困
難
で
あ
っ
た
の
は
、
前
掲
馬
自
修
の
言
葉
の
と
お
り
で

あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、
租
父
珍
が
家
産
を
分
割
し
た
時
に
、
彼
は
弟
た
ち
と
と
も
に
、
そ
れ
に
あ
ず
か

っ
で
い
る
。
蛍
時
、
快
西
地
方
の
習

慣
と
し
て
、

家
産
を
分
割
す
る
に
あ
た
っ
て
、
孫
た
ち
も
分
輿
に
あ
ず
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

秦
人
俗
、
父
子
折
箸
、
亦
及
家
孫
、
公
嘗
有
受
子
宛
卒
公
(
珍
)
、
興
諸
弟
釣
之
、
(
李
維
検
撰
・
墓
誌
銘
V



さ
ら
に
、

多
数
の
官
僚
を
だ
し
て
い
る
馬
氏
の
嘗
主
と
し
て
の
彼
の
生
活
の
一
端
を
、

ミ「
墓
誌
銘
」
は
ま
た
、

っ
、
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い

る

州
大
夫
繕
皐
舎
、
首
摘
貨
鳩
工
、
関
西
畿
、
設
康
以
賑
、
己
従
洛
滑
、
運
莱
三
鰻
1
:童
散
之
、
所
全
活
無
算
、

州
皐
の
修
理
や
飢
謹
の
救
済
に
は
、
率
先
し
て
活
躍
す
る
な
ど
、
地
方
の
有
力
者
と
し
で
の
責
務
を
、
彼
は
熱
心
に
は
た
し
た
の
で
あ
る
。

彼
に
は
五
子
、
橋
・
朴
・
格
・
検
・
材
が
あ
り
、
そ
の
経
歴
は
の
ち
に
紹
介
す
る
が
、
次
男
の
朴
は
奉
人
と
な
り
、
雲
南
布
政
司
副
使
に
ま
で

す
馬す
枕⑩ん
(だ
=。
靖

高
暦

七

自
勉
の
次
男
で
、
字
は
信
甫
で
あ
る
。
叔
父
自
強
よ
り
肇
間
の
手
ほ
ど
き
を
う
け
、
若
ぐ
し
て
博
士
弟
子

，

に
補
せ
ら
れ
た
が
、
郷
試
に
は
つ
い
に
合
格
せ
ず
、
官
界
の
有
力
者
で
あ
る
叔
父
を
も
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
官
運
動
に
も
加
わ
ら
ず
、

山
西
緯
州
の
訓
導
で
満
足
し
た
。
そ
し
て
、
河
南
杷
鯨
の
訓
導
、
山
西
吉
州
の
皐
正
に
な
っ
た
程
度
の
鰹
歴
で
ブ
官
僚
と
し
て
は
不
遇
で
あ
っ

た
。
因
子
を
も
う
け
た
が
、
梧
は
貢
生
、
横
は
躍
部
儒
士
、
櫓
は
無
位
無
官
、
椿
は
把
組
と
な
っ
た
。

⑫
 

馬
悟
(
嘉
精
一
五
1
高
暦
一
八
)
自
勉
の
三
男
で
、
字
は
静
甫
。
長
兄
慢
と
と
も
に
同
州
の
家
業
を
ま
も
り

A

父
や
兄
弟
た
ち
が
官
途
に
つ

彼
の
業
務
に
つ
い
て
、
南
軒
撰
の
虚
士
馬
静
甫
墓
誌
銘
(
世
行
録
品宝
ハ
〉
は
、

‘
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
で
、

-....:..167-=-

く
の
を
た
す
け
た
が
、

こ
れ
を
つ
k

え
て
い
る
。

然
素
善
魚
生
計
、
好
施
予
ブ
里
中
不
給
者
、
梢
梢
就
貸
、
静
甫
不
厚
責
償
、
人
以
此
徳
之
、
亡
何
穀
頓
起
、
郡
一内
及
諸
郷
封
慕
其
義
稀
貸

者
、
日
填
門
、
久
之
積
穀
敷
千
石
、
里
中
頼
以
奉
火
者
、
不
官
数
十
家
、
比
歳
開
中
大
銭
、
穀
債
騰
、湧
、
蓋
臓
之
家
、
多
乗
時
射
利
、
静

甫
濁
出
責
如
常
、
族
黛
里
人
、
頼
以
存
活
者
衆
、
間
或
負
且
貸
鷲
、
亦
皆
憐
而
輿
之
、
未
嘗
有
厭
心
、

馬
氏
が
金
銭
や
穀
物
の
貸
し
だ
し
を
業
と
し
て
い
た
例
は
、
す
で
に
幾
っ
か
提
示
し
た
が
、
彼
の
場
合
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
い
う
と
こ
ろ

持89

は
、
穀
物
を
貸
し
だ
す
に
あ
た
っ
て
、
利
息
を
た
か
く
と
ら
ず
、
暴
利
を
む
さ
ぼ
ら
な
か
っ
た
鍍
の
営
業
態
度
を
賞
讃
す
る
と
こ
ろ
に
力
黙
が

あ
る
が
寸
要
す
る
に
、
彼
は
穀
物
を
大
量
に
た
く
わ
え
、
こ
れ
を
近
隣
の
ム
々
に
貸
し
、だ
す
の
'を
業
務

'と
し
て
ト
た
こ
と
は
周
遠
い
た
い
。
披
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一
種
の
高
利
貸
し
、
米
穀
の
投
機
を
営
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
宰
相
の
甥
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
持
生
官
界
へ

足
を
ふ
み
レ
れ
る
こ
と
な
く
、
庶
民
の
分
を
ま
も
っ
て
質
素
な
生
涯
を
お
え
た
と
、
「
墓
誌
銘
」
の
末
尾
に
は
附
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
彼
に
は
子
供
は
な
く
、
長
兄
慎
の
第
四
子
検
が
あ
と
を
つ
い
だ
。
検
は
州
一
皐
の
畢
生
か
ら
、
の
ち
に
蘇
州
府
通
剣
と
な

っ
た。

⑮
 

馬
協
(
嘉
靖
三
O
J
天
啓
四
〉

自
勉
の
四
男
で
、
字
は
恭
甫
、
寅
所
は
そ
の
践
で
あ
る
。
十
一
歳
で
州
撃
に
入
皐
、
高
暦
七
年
、
二
十
九
歳

は
手
び
ろ
く
、

で
郷
試
に
合
格
ハ
翠
人
)
、
直
隷
廉
宗
鯨
の
知
師
師
、
河
南
新
鄭
鯨
の
知
師
師
、
河
南
福
岡
州
の
知
州
、
南
直
隷
鳳
陽
府
丞
、
刑
部
郎
中
を
へ
て
、
高
暦

四
十
一
年
に
は
湖
南
辰
州
府
の
知
府
に
就
任
し
た
と
、
南
企
仲
撰
の
彼
の
停
H
中
順
大
夫
湖
麿
辰
州
府
知
府
寅
所
馬
公
墓
誌
銘

〔世
行
録
容
七
)

に
は
あ
る
。
な
お
、
彼
に
は
二
子
が
あ
る
が
、
長
男
桂
、
次
男
棺
は
、
と
も
に
生
員
の
身
分
を
も
っ
た
。

馬
町
(
嘉
靖
二

0
1喜
三
五
)
馬
自
強
の
長
男
で
、
字
は
順
甫
、
競
は
裕
一
針
ま
た
は
数
乾
と
稿
し
た
。
郷
試
に
合
格
し
た
の
は
隆
慶
元
年
、

四
十
六
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
二
十
年
間
も
空
白
の
時
期
が
あ
る
の

は
、
曾
試
に
合
格
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
郷
試
合
格
の
翌
年
、
父
の
命
に
よ
り
郷
里
に
蹄
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
高
暦
六
年
十

二
十
六
歳
で
あ
る
が
、
官
職
に
つ
い
た
の
は
寓
暦
十
四
年
、

-168ー

月
、
父
が
湿
し
て
後
、
服
喪
を
お
え
る
と
北
京
に
で
、
前
述
の
と
お
り
、
高
暦
十
四
年
、
は
じ
め
て
翰
林
院
孔
自
に
就
任
し
た
。
つ
い
で
、
吏

部
司
務
を
へ
て
、
高
暦
二
十
二
年
に
は
兵
部
車
駕
司
員
外
郎
と
な
っ
た
が
、
同
年
十
二
月
六
日
、
い
わ
ゆ
る
「
朝
鮮
の
役
」
の
和
卒
協
議
に
北

@
 

京
へ
や
っ
て
来
た
小
西
飛
騨
守
〈
内
藤
如
安
)
と
劉
宙
、
そ
の
「
惇
天
曙
殺
、
侵
民
属
夷
の
罪
」
を
詰
問
し
、
「
輿
d

論
之
れ
を
祉
と
し
た
」
と
、

南
師
仲
の
書
い
た
墓
表
(
世
行
録
轡
八
〉
な
ど
に
は
み
え
る
。
そ
し
て
、
兵
部
車
駕
司
郎
中
か
ら
、
禽
暦
二
十
六
年
、
山
東
布
政
司
参
議
粂
按
察

@
 

司
愈
事
に
う
つ
り
、
臨
ー清
州
に
赴
任
し
た
が
、
こ
の
時
も
ま
た
、
官
官
馬
堂
の
款
求
に
端
を
護
す
る
「
臨
清
の
民
饗
」
が
お
こ
り
、
そ
の
鎮
定

に
活
躍
し
て
い
る
。
彼
の
官
僚
と
し
て
の
地
位
は
、
こ
れ
が
最
高
で
、
そ
の
後
間
も
な
く
退
官
し
、
同
州
に
障
っ
て

「
以
節
倹
範
家
、
而
施
予

又
不
喜
」
(
前
錫
墓
表
)
と
い
う
よ
う
な
生
活
を
数
年
間
お
く
り
、
六
十
七
歳
の
一
生
を
お
え
た
。
被
に
は
賞
子
が
な
く
、
弟
憶
の
子
檀
が
後
嗣

と
な
っ
た
が
、
檀
も
ま
た
州
皐
の
靖
贋
生
に
な

っ
て
い
る
。

馬
一
蜘
(
嘉
精
二
五
J
官
同
暦
四
八
〉
自
強
の
次
男
、
字
一は
顧
甫
、
宵
乾
と
競
し
た
。
高
暦
元
年
の
孝
人
、

翌
年
、
父
親
に
つ
づ
い
て
、
馬
氏
で
は



二
人
目
の
準
土
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
戸
部
雲
南
司
主
事
に
任
じ
ら
れ
た
の
を
手
は
じ
め
に
、
兵
部
の
諸
官
、
麓
部
調
祭
司
郎
中
宏
へ
て
、
南

京
向
賓
寺
卿
に
す
す
ん
だ
が
、
病
気
を
理
由
に
退
官
し
た
。
退
官
爵
郷
の
後
に
も
、
屡
々
官
界
へ
の
復
諦
を
求
め
ら
れ
た
が
固
僻
し
、
つ
い
に

同
州
か
ら
外
へ
は
で
な
か
っ
た
。
彼
の
最
初
の
夫
人
張
氏
は
、
父
自
強
と
同
年
の
準
土
で
あ
り
、
ま
た
と
も
に
宰
相
を
つ
と
め
た
張
四
維
の
娘

で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
事
寅
を
考
え
る
と
、
彼
の
官
界
で
の
毛
並
み
は
第
一
一
般
の
も
の
で
あ
り
、
首
時
、
馬
氏
は
、
名
貫
と
も
に
、
全
盛
期
に

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
張
氏
と
の
聞
に
二
男
、
根
と
楠
が
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
は
や
く
な
く
な
り
、
張
氏
も
ま
た
、
高
暦
六
年
、
三
十
歳
の

若
さ
で
病
湿
し
て
い
る
。
つ
い
で
迎
え
た
夫
人
鄭
氏
と
の
聞
に
一
男
、
棋
が
あ
り
、
生
員
と
な
っ
た
ほ
か
、
側
室
と
の
聞
に
檀
・
椙
・
槙
の
三

男
が
あ
り
、
檀
が
兄
恰
の
あ
と
を
つ
い
だ
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
。

五

つ
づ
レ
て
「
世
行
録
」
が
お
さ
め
る
の
は
、
馬
自
勉
の
長
子
恨
の
子
供
た
ち
の
俸
で
あ
る
。

馬
恥
(
嘉
靖
一
一
一
一
一
一
J
天
啓
元
〉
字
は
昇
若
ま
た
は
伯
湾
、
競
を
済
字
と
い
い
、
馬
恨
の
長
子
で
あ
る
。
隆
慶
六
年
、
州
拳
の
皐
生
と
な
り
、

高
暦
元
・
四
年
と
二
度
郷
試
を
受
験
し
た
が
失
敗
、
同
七
年
、
三
度
目
に
し
て
よ
う
や
く
合
格
し
た
。
そ
の
後
、
七
度
も
曾
試
に
挑
戦
し
た

が
、
い
ず
れ
も
不
合
格
と
な
り
、
つ
い
に
準
士
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
皐
識
は
深
く
、
と
く
に
鰹
皐
に
は
精
通
し
、
準
者
仲
間

か
ら
「
済
字
先
生
」
と
辱
敬
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
被
が
官
界
に
足
を
ふ
み
い
れ
る
の
は
、
高
暦
三
十
八
年
、
直
隷
曲
陽
鯨
司
訓
に
任
ぜ
ら
れ

た
時
以
後
で
あ
る
が
、
彼
は
五
十
七
歳
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
同
三
十
四
年
、
四
川
扉
山
鯨
の
知
鯨
に
昇
任
し
た
が
、
こ
れ
が
最
後
の
任
官
と

な
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
彼
に
は
永
い
不
遇
の
時
代
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
間
、
彼
が
皐
業
に
は
げ
む
と
同
時
に
、
交
や
兄
弟
た
ち
の
面
倒
を
み
、
家
務

を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
王
宏
祖
の
筆
に
な
る
、
彼
の
墓
表
〈
世
行
鎌
倉
一

O
)
に
み
え
る
が
、
そ
の
一
節
は
つ
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。

先
生
朝
夕
承
順
、
且
皐
且
綜
家
、
刊
田
直
婚
嫁
間
遺
之
事
、
皆
嘗
戸
猫
在
、

-169ー
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二
子
を
も
う
け
た
が
、
長
子
は
幼
少
に
し
て
死
亡
、
衣
子
嗣
焼
が
あ
と
を
つ
い
だ
。
彼
も
州
闘
争
の
闘
争
生
と
な
り
、
請
書
人
の
家
系
を
っ
た
え

た
こ
と
が
、
前
掲
墓
表
の
お
わ
り
の
部
分
に
附
記
さ
れ
て
い
る
。

@

e
 

馬
朴
(
嘉
精
一二六
J
崇
顧
六
〉

大
叔
父
自
強
を
屡
々
感
心
さ
せ

馬
恨
の
次
子
で
、
字
は
敦
若
、
渚
字
と
脱
し
た
。
幼
時
よ
り
翠
聞
を
好
み
、

る
ほ
ど
の
天
才
ぶ
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。
高
暦
元
年
、
十
七
歳
で
州
皐
の
皐
生
と
な
り
、
同
四
年
に
は
郷
試
に
合
格
し
た
が
、
す
ぐ
に
は
任
官

せ
ず
、
代
々
住
み
な
れ
た
馬
坊
の
奮
居
か
ら
域
内
に
う
つ
り
、
準
修
書
院
を
ひ
ら
い
て
講
摩
し
た
。
そ
し
て
、
約
二
十
年
後
の
、
寓
暦
二
十
六

年
に
直
毅
景
州
の
知
州
に
任
ぜ
ら
れ
て
は
じ
め
て
官
界
に
は
い
り
、
直
殺
の
易
州
知
州
、
刑
部
員
外
郎
、
同
郎
中
を
へ
て
、
湖
北
裏
陽
府
知
府

を
つ
と
め
、
雲
南
布
政
司
副
使
に
す
す
ん
だ
。
前
掲
天
啓
同
州
志
の
編
者
は
、
こ
の
馬
朴
で
あ
る
。
彼
に
も
兄
と
同
じ
く
二
子
が
あ
り
、
長
子

嗣
煙
は
州
同
月
干
の
皐
生
と
な
り
、
そ
の
経
歴
は
の
ち
に
明
ら
か
に
す
る
が
、
次
子
嗣
焼
は
は
や
く
な
く
な
っ
た
。

前
掲
「
馬
氏
世
系
表
」
に
み
る
と
お
り
、
馬
朴
の
す
ぐ
あ
と
に
位
置
す
る
弟
の
格
が
あ
る
が
、
こ
の
馬
格
の
俸
は
「
世
行
錬
」
に
は
み
あ
た

ら
な
い
。
末
弟
馬
材
の
停
で
あ
る
、
王
宏
租
の
奉
直
大
夫
雲
南
師
宗
州
知
州
季
幹
馬
公
墓
誌
銘
(
世
行
録
省

二
)
に
よ
る
と
、
格
は
州
摩
の
鹿

-170一

膳
馬生
検@と
(な
11丞 っ

壁た
了が
主主主

請は
九や
)く

世
を
去
っ

た
と
し、

う

馬
恨
の
第
四
子
で
あ
る
が
、

子
の
な
か
っ
た
叔
父
馬
悟
の
あ
と
を
つ
い
だ
。

字
を
賢
若
、

慌
を
息
子
と
い
っ

た
。
た
だ
し
、
名
前
は
、
崇
頑
帝
の
誇
「
由
検
」
を
避
け
て
、
晩
年
に
梢
と
あ
ら
た
め
て
い
る
。
州
製
の
奥
膳
生
と
な
っ
て
か
ら
、
郷
試
を
七

回
受
験
し
た
が
成
功
せ
ず
、
天
啓
四
年
、
摘
納
に
よ
っ
て
貫
生
と
な
り
、
同
六
年
に
蘇
州
府
通
剣
と
な
っ
た
。
首
時
、
蘇
州
は
中
園
最
大
の
商

工
業
都
市
で
あ
り
、
任
官
希
撃
者
が
多
か
っ
た
か
ら
、
科
事
合
格
者
で
な
い
者
が
嘗
地
の
官
職
に
任
ぜ
ら
れ
る
の
は
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
王
宏
一
組
の
承
徳
郎
直
隷
蘇
州
府
通
剣
用
字
馬
公
墓
誌
銘
〈
世
行
鍛
省
一
一
)
に
よ
る
と
、

以
公
承
承
徳
公
(
馬
情
)
之
業
、
而
盆
康
大
之
稿
、
素
封
宮
鯖
ト
而
家
計
漸
落
、
可
以
知
公
生
卒
六
情
、

と
あ
る
が
、
前
述
の
と
お
り
、
養
父
馬
倍
は
高
利
貸
じ
を
営
ん
で
、

E
寓
の
富
を
築
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
財
産
も
)
息
子
の
一
代
で

前
掲
墓
誌
銘
に
よ
る

か
な
り
減
少
し
た
よ
う
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、

損
納
に

E
額
の
金
銭
を
要
し
た
こ
と
も
、

そ
~の
一
因
で
あ
'っ
た
ろ
う

J



と
、
蘇
州
府
逼
剣
と
し
て
の
彼
の
職
掌
は
、
織
造
と
盟
法
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
こ
の
美
歓
を
う
る
た
め
に
は
、
他
の
官
職
よ
り
は
、
一
一
層

多
額
の
金
銭
が
求
め
ら
れ
た
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
子
供
四
人
を
も
っ
た
が
、
嗣
娃
と
嗣
燐
は
と
も
に
太
拳
生
、
嗣
腐
と
嗣
熔
は
州
撃
の
皐
生

と
、
い
ず
れ
も
生
監
の
身
分
を
屯
っ
て
い
る
。

@
 

馬
材
(
隆
慶
六
J
山
宗
顧
一
二
)
馬
慣
の
第
五
子
で
、
字
は
季
幹
ま
た
は
達
若
、
競
を
因
字
と
い
っ
た
。
名
前
は
、
は
じ
め
榛
で
あ
っ
た
が
、

の
ち
に
材
と
あ
ら
た
め
た
も
の
で
あ
る
。
蔦
暦
十
九
年
、
二
十
歳
で
博
士
弟
子
(
生
員
〉
と
な
り
、
文
名
は
大
い
に
た
か
か
っ
た
が
、
郷
試
に

は
合
格
せ
ず
、
失
意
の
う
ち
に
任
官
の
望
み
を
す
て
、
文
皐
に
生
き
が
い
を
求
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
晩
年
に
い
た
っ
て
、
思
い
が
け
な
く
四
川

石
泉
鯨
に
赴
任
を
命
じ
ら
れ
た
。
異
例
の
任
用
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
も
、
石
泉
鯨
で
の
功
績
を
認
め
ら
れ
、
間
も
な
く
、
雲
南
師
宗
州
の

知
州
に
す
す
ん
で
い
る
。
二
子
を
も
う
け
た
が
、
嗣
耀
は
州
拳
の
向
学
生
と
な
り
、
父
の
あ
と
を
つ
ぎ
、
嗣
臓
は
若
年
で
な
く
な
っ
た
。

_._ 
J、
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自
勉
・
慣
と
っ
た
え
ら
れ
た
馬
氏
の
系
譜
の
う
ち
、
「
世
行
録
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
は
、
恨
の
次
子
朴
の
子
孫
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
の

系
譜
は
、
前
表
に
み
る
と
お
り
、
清
朝
末
期
ま
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

馬
嗣
同
町
(
官
同
暦
一
七
1
崇
頑
二
ハ
)
字
は
元
昭
ま
た
は
空
明
、
競
を
二
等
と
い
い
、
馬
朴
の
長
手
で
あ
お
。
高
麿
三
十
一
年
、
十
五
歳
で
州

皐
の
皐
生
と
な
り
、
七
度
も
郷
試
を
う
け
た
が
、
い
ず
れ
も
不
合
格
と
な
っ
た
。
‘
し
か
し
、
向
拳
の
志
は
衰
え
ず
、
経
史
の
皐
を
き
わ
め
、
高

巻
の
書
を
醸
し
て
、
受
業
生
は
数
百
人
に
も
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
問
、
崇
踊
八
年
、
附
近
に
流
賊
が
誕
生
す
る
と
、
彼
は
自
ら
火
器
を
つ

く
り
、
委
五
十
石
・
銀
五
十
雨
を
だ
し
て
州
城
の
防
衡
を
た
す
け
、
ま
た
、
同
十
二
年
、
同
州
周
塗
が
飢
僅
に
お
そ
わ
れ
る
と
、
粟
三
、百
儀
石

・
銀
二
百
徐
南
を
提
供
し
て
、
一
族
お
よ
び
近
隣
の
貧
困
者
を
救
済
し
た
り
も
し
て
い
る
。
郷
紳
の
一
人
と
し
て
、
現
鎧
制
を
擁
護
す
る
の
に
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相
薩
の
努
力
を
は
ら
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
崇
頼
十
五
年
、
歳
貢
生
と
し
て
北
京
に
赴
き
、
山
東
酒
南
府
の
通
剣
を
援
け
ら
れ
、
赴
怪
め
後
に
は
、
誠
阿
南
府
武
定
州
の
知
州
の
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職
務
を
代
行
し
た
。
時
あ
た
か
も
、
明
朝
末
期
の
動
飢
期
に
あ
た
り
、
流
賊
や
清
朝
軍
の
侵
攻
が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
に
封
す

@
 

る
防
衛
が
、
彼
の
主
要
な
任
務
と
な

っ
た
。
翌
十
六
年
二
月
、
武
定
州
の
任
は
解
か
れ
た
が
、
離
任
の
直
前
、
清
軍
の
攻
撃
を
う
け
て
捕
え
ら

れ
、
火
中
に
投
じ
ら
れ
て
な
く
な

っ
た
。
遺
韓
は
、
清
軍
撤
退
の
後
、
同
年
八
月
、
郷
里
に
蹄
え
り
、
太
僕
寺
少
卿
が
贈
ら
れ
た
。
彼
に
は
二

子
、
核
土
・
稚
土
が
あ
り
、
父
の
殉
節
に
む
く
い
る
た
め
、

一
子
を
騒
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
翌
年
三
月
、
明
朝
が
滅
亡
し
た
た

め
質
現
し
な
か

っ
た。

以
上
は
虚
某
の
書
い
た
詰
贈
中
議
大
夫
太
僕
寺
少
卿
山
東
済
南
府
逼
剣
元
昭
馬
公
行
扶
(
世
行
鎌
倉
一
一
〉
に
よ
っ
て
た
ど
っ
た
馬
嗣
煙
の
略

歴
で
あ
る
が
、
こ
の
「
行
朕
」
に
は
、
彼
が
地
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
事
が
二
つ
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
の
在
野
時
代
の

こ
と
と
し
て
、

竹
崎
谷
地
租
数
十
石
、

寄
雷
動
和
家
内
、
丙
子

宮
市
顧
九
)
春
寵
犯
華
邑
、

動
和
乗
隙
自
焚
其
厩
、

詐
鶏
冠
鍛
却
粟
以
歎
公
、
公
目
、
人
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心
皇
皇
、
此
何
時
也
、
即
以
文
簿
付
之
、
因
縁
不
究

彼
が
郷
邑
華
州
に
土
地
を
所
有
し
、
小
作
料
を
同
地
の
雷
動
和
の
家
に
あ
ず
け
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
行
朕
」
の
最
後
の
部
分
に
は
、
撰
者
虚
某
が
自
分
自
身
が
う
け
た
恩
恵
に
つ
い
て
、

余
興
公
生
不
同
時
、
居
不
向
井
、
:
:
:
渡
河
僑
居
楊
村
、
藷
公
回
数
十
畝
、
以
耕
以
議
、
十
徐
稔
用
、

と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
直
某
は
、
彼
か
ら
田
土
を
借
り
て
暮
し
を
た
て
で
い
た
の
で
あ
る
。

と
あ
る
の
に
よ
る
と
、

ま

--、
争ムド

な
お
、
馬
氏
に
は
、
彼
の
ほ
か
、
も
う
一
人
、
明
朝
に
殉
じ
た
人
物
H
馬
問
焦
が
い
る
こ
と
が
、
馬
先
登
の
公
星
明
殉
難
贈
太
僕
寺
少
卿
済

南
府
通
剣
馬
嗣
煙
戸
部
員
外
郎
繭
州
糧
儲
馬
嗣
然
崇
紀
忠
義
洞
吠
(
世
行
鎌
倉
一
一
)
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
人
物
が
系
譜
上
ど
こ
に
お

字
は
相
九
、
集
疑
子
と
暁
し
た
。
馬
嗣
煙
の
長
子
で
あ
る
が
、
十
四
歳
の
時
、
父
が
武
定
州
で
戦
湿
し
た

た
め
、
弟
の
稚
土
(
字
は
合
九
〉
と
と
も
に
、
貧
苦
の
う
ち
に
少
年
時
代
を
す
ご
し
た
。
そ
し
て
、
苦
事
の
す
え
、
博
士
弟
子
に
補
せ
ら
れ
、

カミ
馬れ
械る
土@ベ

崇三
里不
子雪
量五
四る
i¥. 。



康
照
三
十
二
年
に
よ
う
や
く
歳
貢
生
に
え
ら
ば
れ
て
北
京
に
で
た
が
、
寅
官
に
つ
く
こ
と
な
く
、
同
皐
と
の
交
避
の
う
ち
に
生
涯
を
お
わ
っ

た
。
馬
先
登
が
書
い
た
彼
の
惇
H
歳
貢
生
骨
粗
相
九
公
行
朕
(
世
行
鎌
単
位
一
」
一
〉
に
、

輿
弟
含
九
公
〈
稚
土
〉
折
居
、
初
分
域
内
西
街
産
、

-較
盛
乃
譲
弟
、
市
取
南
街
業
、

と
あ
る
の
は
、
弟
と
家
産
を
分
割
し
た
こ
と
と
と
も
に
、
馬
氏
が
城
内
に
も
財
産
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
も
二
ケ
所
に
わ
た
っ
て
い
た
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
事
で
あ
り
、
ま
た
、

僕
少
公
〈
嗣
燈
)
笥
中
有
貧
、
屡
貸
券
数
十
紙
、
悉
付
丙
丁
、

業
既
日
落
、
猶
子
郷
里
困
乏
者
、
勉
漏
周
曲
、

待
奴
僕
寛
宏
、
不
以
細
事

苛
求
、

と
い
う
の
は
、
そ
の
経
済
肢
態
を
っ
た
与
え
る
一
節
で
あ
る
。
後
者
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
嘗
時
、
一
家
の
厚
し
む
き
は
良
好
で
な
か
っ
た

が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
困
窮
者
の
救
値
に
つ
と
め
た
こ
と
、
彼
の
家
に
は
奴
僕
が
い
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
貧
し
く
な
っ
た
と
白

い
っ
て
も
、
農
民
た
ち
と
は
、
次
元
の
ち
が
う
話
で
あ
る
。
文
中
に
「
屡
貸
晶
少
数
十
紙
、
悉
付
丙
丁
」
と
あ
る
の
は
、
多
分
、
他
人
に
鏡
穀
を

貸
し
た
誼
文
を
火
中
に
投
じ
た
、

つ
ま
り
、
そ
れ
を
棒
引
き
に
し
た
こ
と
を
い
う
は
ず
で
あ
り
、
と
す
る
な
ら
ば
、
馬
氏
が
ひ
き
つ
づ
い
て
金

-173-

貸
し
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

彼
に
は
子
が
な
か
っ
た
の
で
、
弟
稚
土
の
第
三
子
舘
を
も
っ
て
後
嗣
と
し
た
。

アー

@

/
 

馬
錯
(
順
治
一
八
J
康
照
四
四
)
幼
名
を
鋒
と
い
っ
た
が
、
の
ち
に
銘
と
改
名
。
字
は
君
典
、
馬
稚
土
の
第
三
子
で
あ
る
が
、
伯
父
械
土
の

あ
と
を
つ
い
だ
。
若
く
し
て
州
皐
の
拳
生
(
増
庭
生
)
と
な
っ
た
が
、
郷
試
に
は
つ
い
に
合
格
せ
ず
、
四
十
五
歳
と
い
う
比
較
的
短
命
で
、
し

か
も
養
父
に
先
き
ん
じ
で
な
く
な
っ
た
た
め
、
官
界
に
す
す
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
の
ち
に
彼
の
孫
と
な
っ
た
馬
魯
の
馳
贈
修
職
郎
増
贋
生
先

組
君
典
公
行
賦
〈
世
行
録
倉
一
二
〉
に
よ
る
と
、
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公
之
時
、
嘗
僕
少
公
(
嗣
燈
〉
殉
難
後
、

・且
累
代
清
宮
、
家
無
長
物
、
難
有
回
数
頃
、
以
承
糧
輿
入
者
過
字
、
業
日
粛
係
、
糊
口
維
製
、

と
あ
り
、
嘗
時
、
一
家
は
回
数
項
を
所
有
し
て
い
た
と
い
う
が
、
生
活
は
依
然
と
し
て
祭
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
「
以
承
糧
輿
入
者
L

と
い
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h
J
の
は
、
や
や
抽
象
的
で
理
解
に
困
難
で
あ
る
が
、
税
糧
を
承
撹
す
る
の
を
保
件
に
、
他
人
に
田
土
の
用
金
を
ま
か
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
質

入
れ
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
が
死
去
し
た
時
、
養
父
械
土
は
健
在
で
あ
っ
た
が
、
三
年
後
に
養
父
が
な
く
な
る
と
、
彼
の
一
子
士
宜
が
あ
と

を
馬つ
士い
宜@ち

震
五

乾
隆

五

祖
父
か
ら
易
経
、

字
は
時
公
、
東
園
と
践
し
た
。
馬
舘
の
子
で
あ
る
。
七
歳
で
皐
業
の
途
に
は
い
り
、

父
か
ら
詩
鰹
を
教
え
ら
れ
、
康
照
三
十
二
年
、
十
八
歳
で
州
撃
の
謬
生
と
な
っ
た
が
、
培
農
生
た
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
馬

魯
の
例
措
修
職
郎
培
康
生
先
考
東
国
公
行
朕
(
世
行
録
省
二
一
)
が
記
す
の
は
、

-
:
累
試
不
第
、
震
増
康
四
十
徐
年
、
歳
屡
荒
歌
、
先
業
日
落
、
不
能
専
業
詩
書
、
以
逢
青
雲
之
志
、
抑
其
時
運
之
未
可
強
哉
、

ど
い
ラ
一
事
で
あ
る
が
、
父
の
死
後
、
一
家
の
生
計
を
支
え
る
責
任
が
彼
の
肩
に
か
か
っ
て
き
た
こ
と
も
、
そ
の
一
因
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「
行
蹴
」

は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

乙
酉
(
康
照
四
四
〉
父
摘
館
、
家
務
一
身
肩
之
、
市
先
批
笥
中
遺
物
、

得
六
七
十
金
、
購
所
質
之
回
、

督
家
人
楊
忠

・
馬
好
善
等
治
農
、

-174一

数
年
梢
有
蓄
積
、

康
照
四
十
四
年
に
父
銘
が
な
く
な
っ
た
時
、
士
宜
は
三
十
歳
に
な
っ
て
い
た
が
、
母
の
遺
品
を
底
分
し
て
え
た
金
H
六
・
七
十
雨
で
、
質
入

れ
し
て
い
た
回
を
買
い
も
ど
し
、
家
人
を
督
令
し
て
耕
作
せ
し
め
、
数
年
間
の
努
力
の
結
果
、
や
や
蓄
積
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
一
文

か
ら
類
推
す
る
と
、
前
掲
馬
銘
の
「
行
朕
」
に
「
以
承
糧
興
入
者
」
と
あ
っ
た
の
は
、
質
入
れ
し
た
こ
と
を
指
す
の
に
間
違
い
な
く
、
父
の
代

に
質
入
れ
し
た
回
土
を
、
彼
は
と
り
も
ど
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
回
を
耕
す
の
に
、
彼
は
家
人
を
督
し
た
と
あ
る
が
、
家
人
と
は
一

種
の
家
内
奴
隷
と
理
解
し
て
よ
く
、
困
窮
の
ふ
ち
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
。な
お
地
主
で
あ
っ
た
馬
氏
の
経
営
が
、
こ
う
し
た
第
働
力
に
支
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

こ
う
し
て
、
彼
の
一
代
に
や
や
家
勢
を
挽
回
し
た
馬
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
受
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
土
宜
に
は
子
が
な
く
、

堂
弟
〈
父
の
い
と
こ
の
子
〉
士
寧
の
子
魯
を
後
嗣
と
し
た
。
魯
は
乾
隆
二
十
五
年
に
奉
人
と
な
り
、
快
西
静
寧
州
の
皐
正
を
ふ
り
だ
し
に
官
界
へ



は
い
ゥ
た
か
魯
の
あ
と
は
一
子
歩
雲
が
つ
ぎ
、
彼
は
生
員
と
な
っ
た
が
、
そ
の
あ
と
は
一
子
聯
魁
が
つ
い
だ
。
た
だ
し
、
佐
ら
の
停
記
は
「
山世

一

行
錬
」
に
お
さ
め
ら
れ
て
い

l七

以
上
は
、
馬
自
勉
一
家
の
系
譜
モ
あ
る
が
、

一
者
馬
先
登
は
、
そ
の
末
孫
で
あ
る
。

ーす
な
わ
ち
、
馬
騰
援
が
書
い
た
奉
配
生
先
考
昌
膏
情
君
行
朕
、

!李
元
春
の
奉
把
生
昌
粛
馬
公
墓
誌
銘
(
世
行
鎌
単
位
二
二
〉
な
ど
に
よ
る
と
、
馬

自
修
の
あ
と
、
彼
の
家
系
は
、
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
つ
た
え
ら
れ
た
。
自
修
の
子
慣
は
山
西
卒
陽
府
曲
沃
鯨
の
賑
丞
と
な
り
、
そ
の
あ
と
は
馬
槽
が

つ
い
だ
が
、
彼
は
直
隷
員
定
府
の
遁
剣
を
つ
と
め
、
そ
の
子
馬
紹
短
も
ま
た
快
西
貿
鶏
鯨
の
訓
導
と
な
っ
た
。
つ
い
で
、
家
系
は
建
土
・
績
武

・
党
湧
と
受
け
つ
、
が
れ
た
、
が
、
こ
の
間
は
、
系
譜
が
明
ら
か
な
だ
け
で
、
彼
ら
三
名
が
い
か
な
る
身
分
を
も
っ
た
か
す
ら
不
明
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
、
こ
の
期
間
、
家
勢
は
一
種
の
逼
塞
朕
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
光
湧
に
は
維
俊
・
良
鶴
と
い
う
名
の
二
子
が
あ
っ
た
が
、
良
蹟
は
生

員
の
身
分
を
も
っ
た
。
良
膜
は
四
子
を
も
ち
、
そ
の
う
ち
、
兆
行
は
生
後
十
日
で
死
古
し
た
が
、
兆
鮮
は
膏
奏
鹿
の
官
を
買
い
、
兆
一
玉
も
ま
た

損
納
に
よ
っ
て
園
子
監
生
の
資
格
を
与
え
た
1

そ
し
て
、
長
手
兆
運
は
伯
父
維
俊
の
あ
と
つ
ぎ
と
な
っ
た
。

@
 

。
馬
兆
運

m
乾
隆
二
八
1
道
光
五
)
字
は
昌
索
、
競
は
番
翁
。
幼
時
よ
り
詩
文
に
す
ぐ
れ
た
才
能
を
示
し
た
と
い
う
が
、
嘗
時
家
計
は
苦
し
く
h1

先
生
を
え
ら
ん
で
勉
拳
を
つ
づ
け
る
徐
裕
は
な
か
っ
た
。
父
良
輯
は
生
員
で
あ
っ
た
が
不
遇
で
あ
り
、
近
く
の
澄
城
廓
霊
皐
鎮
に
私
塾
を
聞
い

て
、
い
4

つ
も
は
不
在
が
ち
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
は
長
子
の
努
め
と
し
て
、
家
務
を
と
勺
し
き
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
た
め
に
勉
皐
に
専
念
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
向
象
の
志
は
い
さ
さ
か
も
お
と
ろ
え
ず
、
孫
の
馬
先
登
が
書
い
た
奉
紀
生
先
考
昌
費
府
君
行
猷
(
世
行
録
倉
一

「
世
行
録
」
に
よ
る
と
、
馬
自
修
一
家
の
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
も
で
き
る
。

「
世
行
録
」
の
編

~175.~ 

し
か
し
、

一ニ
V
に、
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蓋
府
君
ハ
兆
運
)
以
髭
挺
白
髪
、

一携
其
孫
以
雁
童
子
試
者
ぺ
己
歴
敷
載
山
人
方
賂
語
、
租
孫
必
且
同
案
、
停
魚
郷
幽
佳
話
、
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と
あ
る
よ
う
に
、
孫
と
と
も
に
童
試
を
受
験
す
る
ほ
ど
の
徹
底
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
彼
自
身
は
つ
い
に
童
試
に
も
合
格
せ
ず
、
晩
年
は
族

子
た
ち
に
希
撃
を
つ
な
い
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、

「
行
朕
」
に
は
、

居
家
事
無
E
細
、
必
預
震
規
輩
、
;
・
夜
分
恒
三
四
起
、
天
甫
明
、
求
衣
替
傭
正
力
作
、

と
表
現
し
、
同
じ
事
寅
を
李
元
春
の
奉
杷
生
昌
資
馬
公
墓
誌
銘
〈
世
行
鎌
倉
二
ニ
〉
に
、

公
治
家
事
、
無
鐙
細
、
必
預
矯
規
童
、
夜
分
恒
三
四
起
、
農
事
興
、
往
回
問
、
必
身
率
先
、
終
身
，措
据
、

と
記
す
よ
う
に
、
彼
は
も
っ
ぱ
ら
農
業
に
従
事
し
、
家
計
を
維
持
し
た
が
、
努
力
の
甲
斐
あ
っ
て
、
後
年
に
は
や
や
蝕
裕
を
生
ず
る
に
い
た
っ

て
い
た
ら
し
い
。
な
お
、
右
の
「
墓
誌
銘
」
に
よ
る
と
、
一
家
は
、
遠
祖
自
修
の
曾
々
孫
に
あ
た
る
建
土
の
時
、
康
照
三
十
三
年
に
、
馬
氏
の

本
擦
と
も
い
う
べ
き
、
同
州
城
南
の
馬
坊
里
か
ら
、
州
北
十
絵
里
の
東
小
波
底
へ
住
居
を
う
つ
し
た
と
あ
る
。

馬
兆
恥
(
乾
隆
三
五
、
，
z
選
光
二
一
〉
字
は
壇
賞
良
醸
の
次
子
、
兆
運
の
弟
で
、
従
伯
租
薩
璽
の
あ
と
を
つ
い
だ
と
い
う
が
、
こ
の
人
物
が
系

譜
上
に
占
め
る
位
置
は
明
ら
か
で
な
い
。
前
述
の
と
お
り
、
嘗
時
、
東
小
披
底
の
馬
氏
の
経
済
朕
態
は
苦
し
く
、
皐
業
を
お
さ
め
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
で
、
彼
は
商
人
と
し
て
身
を
た
て
た
。
孫
縫
謀
の
書
い
た
彼
の
俸
H
責
奏
鹿
麻
費
馬
公
壁
元
配
孫
安
人
合
葬
墓
誌
銘
(
世
行
録

-176一

省
二
ニ
〉
に
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
み
え
る
。

公
乃
奔
走
負
版
、
風
餐
霜
宿
、
二
十
年
無
暇
目
、
治
公
叔
弟
輝
堂
(
兆
玉
〉
季
弟
敏
粛
(
兆
行
〉
雨
公
、
相
纏
腫
其
業
、
公
途
不
復
出
外
、

而
主
準
於
府
域
、

い
わ
ゆ
る
客
商
と
し
て
各
地
に
で
む
い
て
い
た
が
、
弟
た
ち
が
業
務
を
つ
ぐ
よ
う
に
な
る
と
、
自
分
で
行

商
す
る
こ
と
を
や
め
、
府
城
に
あ
っ
て
指
揮
を
と
っ
た
、
と
い
う
の
が
、
右
文
の
大
意
で
あ
る
。
威
豊
同
州
府
志
巻
一
二
風
俗
志
に
、

商
人
と
し
て
の
彼
は
、

は
じ
め
、

窮
民
苦
衣
食
之
不
給
、
富
者
皆
棄
本
逐
末
、
各
以
服
買
起
家
、
萄
卓
宛
孔
之
流
、
甲
於
通
省
、
朝
邑
富
人
、
尤
甲
一
郡
鷲
、

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
お
り
、
同
州
府
は
、
そ
の
頃
、
商
人
輩
出
の
地
で
あ
っ
た
が
、
彼
と
弟
た
ち
は
、
そ
の
一
員
で
あ
っ
た
わ
け

晩
年
、
掲
納
に
よ
っ
て
賓
奏
鹿
の
官
を
授
け
ら
れ
、
一
一
礁
の
官
僚
身
分
を
取
得
し
て
い
る
。
彼
晩
年
の
生
活
を
、
右
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、
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よ
く
一
家
を
と
と
の
え
、
活
隣
の
人
々
に
も
恩
恵
を
あ
た
え
、
災
害
が
あ
れ
ば
救
済
に
つ
と
め
、
皐
聞
を
奨
励
す
る
な
ど
、
一
家
お
よ
び
郷

黛
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
与
え
よ
う
。
ま
た
、
彼
が
金
銭
を
他
人
に
貸
L
輿
え
て
い
た
こ
と
も
、
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
彼
に
は
何
人
か
の
子
女
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
い
ず
れ
も
成
人
せ
ず
、
兄
兆
運
の
次
子
有
徳
が
あ
と
を
つ
い
だ
。

@
 

馬
兆
玉
(
乾
隆
四

o
t道
光
二
七
〉
字
は
圏
賓
、
競
は
輝
堂
、
良
醸
の
第
三
子
、
兆
運
・
兆
鮮
の
弟
で
あ
る
。
兄
た
ち
と
同
じ
く
、
拳
聞
の

途
に
す
す
む
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
も
は
や
く
か
ら
商
人
と
な
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
を
、
馬
先
登
の
書
い
た
詰
贈
奉
政
大
夫
太
皐
生
叔
租
輝
堂

公
墓
表
門
世
行
鎌
倉
=
ニ
)
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

家
世
貧
、
、
食
指
繁
衆
、
徳
奄
公
(
良
按
)
藷
舌
耕
謄
養
、
奏
餐
不
給
、
公
於
是
粗
習
句
議
、
即
去
而
就
賀
、
輿
姉
丈
朗
若
雀
君
、
市
易
木

棉
於
直
隷
保
定
一
帯
、
・
;
公
則
濁
自
販
制
甫
以
蹄
、
利
獲
倍
荏
、
営
是
時
、
麻
驚
公
(
兆
鮮
〉
亦
販
粟
於
三
原
之
美
原
鎖
、
~敏
驚
公
〈
末
弟
兆

行
〉
則
又
馳
駆
甘
涼
、
皆
能
師
慶
著
擢
子
母
、
濁
昌
賛
公
腫
父
業
、
何
設
帳
授
徒
、
然
得
内
無
甘
旨
之
級
者
、
頼
有
公
等
質
故
也
、

つ
ま
り
、
彼
は
木
棉
を
扱
う
商
人
と
し
て
直
隷
方
面
を
舞
重
一
に
活
躍
し
、
兄
兆
鮮
は
穀
物
商
、
弟
兆
行
も
遠
く
甘
州
・
涼
州
方
面
に
準
出
オ

る
商
人
で
あ
り
、
彼
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
、
一
家
の
経
済
肢
況
が
大
き
く
好
蒔
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
「
墓
表
」
が
い
う
と
こ
ろ
に
よ

石
と
、
彼
は
商
人
と
し
て
成
功
し
た
後
、
-
時
的
に
業
務
を
や
め
る
が
、
間
も
な
く
再
度
業
界
に
復
婦
L
、

乃
復
居
貨
於
浬
陽
及
邑
之
尭
白
銀
、
伸
子
弟
分
任
之
、
浬
莞
鴬
四
方
商
買
輯
鞍
之
匿
、
公
債
爽
練
達
、
質
剤
師
中
寂
要
、
遠
道
繍
至
者
、

成
睦
就
公
、
得
一
言
卒
章
、
即
交
易
各
得
其
所
、
以
故
名
曝
甚
闇
閥
、
西
涼
北
直
諸

E
商
、
無
不
知
吾
秦
有
輝
堂
公
者
、

と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
地
元
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
華
北
か
ら
西
方
地
域
に
い
た
る
商
業
界
に
、
指
導
力
と
影
響
力
を
も
っ
有
名
人
と
な
っ

た
。
「
墓
表
L

の
冒
頭
に
、
馬
先
登
は
、
自
分
が
謹
書
し
て
名
を
成
せ
た
の
は
、
「
回
毎
父
生
而
師
敬
之
、
而
叔
租
輝
堂
公
之
卵
育
翼
長
功
居

-177一
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多
」
と
記
し
て
、
深
い
感
謝
の
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
彼
が
後
年
、
進
士
に
合
格
で
き
た
の
は
、
こ
の
大
叔
父
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
と
、
彼

t主
馬考
騰え
蛇@て
(い
草? tこ
庖の
四 で
九
J あ
威主k
塑ー

字
は
天
階
、
暁
は
小
波
、
馬
兆
運
の
長
子
で
、

史
の
皐
を
お
さ
め
、
嘉
慶
十
五
年
に
は
照
準
の
皐
生
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
す
す
む
こ
と
は
で
き
ず
、
「
授
徒
舌
耕
魚
業
」

贈
朝
議
大
夫
天
階
馬
公
壁
配
左
恭
i
A
墓
誌
銘

・
世
行
鎌
倉
ご
ニ
)
と
い
う
、
一
介
の
田
舎
数
師
の
生
活
に
甘
ん
じ
た
。
し
か
し
、

翠
問
へ
の
情
熱
は
う

「
世
行
録
」
の
編
者
馬
先
登
の
父
で
あ
る
。

幼
時
か
ら
経

(
車
毅
撰
・
詰

す
れ
ず
、
弟
有
徳
と
長
子
先
登
を
、
嘗
時
、
同
州
府
一
得
で
名
撃
の
あ
っ
た
李
時
驚
先
生
の
も
と
に
遊
皐
さ
せ
て
レ
る
。
そ
の
甲
斐
あ

っ
て
、

先
登
は
、
道
官
恥
二
十
七
年
、
準
土
に
合
格
、
馬
氏
と
し
て
は
、
自
強
・
槌
の
親
子
に
つ
づ
レ
て
、
約
二
百
八
十
年
ぶ
り
、
三
人
目
の
進
土
之
な

っ
た
。た

だ
、
彼
の
時
代
に
も
、

は
じ
め
、
家
計
は
必
ず
し
も
豊
か
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
、
馬
先
登
の
筆
に
な
る
詰
贈

， -178ー

朝
議
大
夫
先
考
厚
生
天
階
府
君
聾
先
批
左
恭
人
行
朕
(
世
行
鎌
倉
一
三
〉
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
み
え
る
。

嘗
不
孝
(
先
登
〉
之
未
第
也
、
家
探
再
折
、
食
指
且
日
衆
、
府
君
三
世
皆
籍
館
穀
養
家
、
以
是
窮
努
較
甚
、
・
:
而
修
踊
崩
診
察
、
不
敷
陪
養
、

家
亦
無
長
物
可
質
建
庫
、

そ
し
て
、
馬
先
登
が
進
士
と
な
る
前
後
の
頃
、

つ
づ
け
て
い
る
。

一
家
の
経
済
朕
態
は
、
よ
う
や
く
上
向
い
て
い
た
。

「
行
欣
」
は
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に

後
家
梢
阜
、
遇
有
乞
貸
、
不
取
子
息
、
甚
則
無
力
償
亦
聴
之
、
丁
未
(
道
光
二
七
)
歳
侵
、
分
所
有
以
胴
比
隣
、
頼
奉
火
者
悉
加
額
、
稿
諦

府
君
則
目
、
此
吾
母
意
也
、
其
善
鐙
親
心
、
興
他
隠
徳
善
行
、
率
類
如
此
、

道
光
二
十
七
年
は
、
前
述
の
と
お
り
、
先
登
が
準
土
と
な
っ
た
年
で
あ
る
が
、
嘗
時
、
他
人
に
銭
穀
を
貸
し
だ
す
く
ら
い
の
徐
裕
を
生
じ
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。

彼
に
は
夫
人
左
氏
と
の
聞
に
五
子
が
あ
っ
た
。
先
登
・
毅
登
・
捷
登
・
鋭
登
・
績
登
で
あ
る
が
、
先
登
は
進
士
、
毅
登
は
武
厚
生
、
鋭
登
は



彼
ら
の
俸
は
可
世
行
錐
」
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
毅
登
に
つ
い
て
は
、
寸
不
孝
弟
毅
登
、
服
買
浬
町
、
」
と
、
母
親
。

停
H
馬
先
登
撰
の
先
批
左
謂
人
塘
誌
(
世
行
録
巻
ご

5
に
あ
り
、
彼
は
叔
災
た
ち
と
同
じ
く
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
商
人
と
し
て

一
躍
の
成
功
を
お
さ
め
、
摘
納
に
よ
っ

2

て
武
庫
生
の
身
分
を
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

生
員
で
あ
る
砂

八

ド険
西
同
州
の
馬
氏
は
、
大
略
以
上
の
よ
う
な
系
譜
を
も
っ
て
、
明
清
時
代
を
生
き
つ
づ
け
て
き
た
。
明
末
の
時
期
に
「
臭
中
は
回
土
沃
偉
た

り
、
然
れ
ど
も
賦
税
重
く
俗
は
淫
修
な
り
、
故
に
百
年
の
富
室
有
る
こ
と
翠
な
り
、
大
官
た
り
と
雄
も
、
家
は
一
・
二
世
に
し
て
親
ち
敗
す
」

〈
震
川
先
生
支
集
袋
二
五
・
敷
封
文
株
郎
分
宜
蘇
知
燃
前
同
州
剣
官
許
君
行
扶
〉
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
先
進
経
済
地
稽
で
あ
る
江
南
地
方
の

朕
況
と
く
あ
べ
る
と
、
そ
れ
は
異
例
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
時
間
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
別
と
し
て
、
本
論
で
紹
介
し
い
~
と
お
り
、
馬
氏
の
系
譜
は
な
が
く
つ
づ
い
た
だ
け
で
な
く
、
主
要
な
家
系
を
受
け
つ
い
で
い
っ

た
人
物
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、
生
員
・
孝
人
・
準
土
で
あ
り
、
多
く
は
官
僚
と
し
て
政
治
の
世
界
に
活
躍
し
て
い
る
。
そ
の
問
、
時
代
の
流

れ
に
封
醸
し
、
何
度
か
の
家
産
分
割
を
行
っ
て
、
各
家
の
家
計
を
猫
立
さ
せ
、
ま
，た
、
移
住
の
例
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
L

て
、
家
系
と
生
活
を
別
に
し
・
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
、
馬
先
登
の
時
に
「
世
行
録
」
を
編
纂
す
る
く
ら
い
の
、
族
的
結
合
を
維
持
し
て
き
た
の
は

事
責
で
あ
る
。
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し
か
も
、
「
世
行
録
」
に
俸
を
も
ち
、

'生
涯
の
概
略
を
う
か
が
え
る
人
た
ち
は
、
官
界
に
一
生
を
お
え
た
者
は
別
と
し
て
、
退
官
し
て
郷
居

し
た
者
、
官
界
へ
足
を
ふ
み
い
れ
な
か
っ
た
者
な
ど
、
い
ず
れ
も
、
農
業
を
主
た
る
生
業
と
し
つ
つ
、
地
主
で
あ
り
、
金
貸
し
で
あ
り
、
商
人

@
 

で
あ
り
、
時
と
し
て
私
塾
の
教
師
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
、
彼
ら
は
、
郷
里
に
お
け
る
政
治
・
経
済
・
文
化
の
諸
機
能
の
指
導
者
で
も
あ
っ
た
。

四
・
五
百
年
と
い
う
な
が
い
歴
史
の
な
か
で
、

ム何
度
か
家
勢
の
興
亡
や
経
済
的
な
危
機
が
あ
り
、
王
朝
交
替
を
ふ
く
む
政
治
的
激
動
を
も
鰹
験

し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
の
り
こ
え
て
、
馬
氏
の
系
譜
は
っ
た
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
問
、
馬
氏
の
生
活
と
郷
薫
に
劃
す
る
立
場
は
)
あ
る
程
度
の
費

釦1



動
を
念
み
つ
つ
も
、
ほ
と
ん
ど
不
襲
で
あ
っ
た
と
認
め
て
よ
い
。
そ
う
し
た
危
機
を
克
服
す
る
に
つ
い
て
、
多
く
が
生
員
以
上
の
身
分
を
も
っ

@
 

た
彼
ら
に
典
え
ら
れ
て
い
た
諸
特
権
が
、
有
利
に
作
用
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
郷
紳
の
も
つ
諸
側
面
、
ー
た
と
え
ば
、

502 

一
族
に
官
僚
ま
た
は
官
僚
候
補
者
を
も
ち
、
地
主
で
あ

り
、
商
人
で
あ
り
、
地
域
社
禽
に
お
け
る
慈
善
・
救
済
・
調
停
な
ど
の
貧
践
ー
を
す
べ
て
具
備
し
た
馬
氏
は
、
な
が
い
系
譜
を
も
つ
こ
と
を
も

あ
わ
せ
て
、
郷
紳
の
典
型
的
な
事
例
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

@
 

と
こ
ろ
で
、
近
年
、
こ
の
郷
紳
問
題
が
一
部
で
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
郷
紳
を
、
明
末
清
初
の
歴
史
的
蟹
化

の
組
鐙
と
と
ら
え
、

郷
紳
の
成
立
と
展
開
を

一
貫
し
て
整
序
し
よ
う
と
い
う
志
向
に
も
と
づ
く
如
く
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
に
共
鳴
す
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
本
論
は
、
馬
氏
と
い
う
一
郷
紳
の
具
健
的
系
譜
を
説
明
し
、
個
人
の
鰹
歴
を
た
ど
る
こ
と
に
主
力
を
お
き
つ
つ
、
そ
の
貧

態
を
紹
介
す
る
の
を
目
的
と
し
て
書
か
れ
た
。
た
だ
、
史
料
と
し
て
の
「
世
行
録
」
に
お
さ
め
る
諸
俸
の
内
容
が
、
嘗
代
文
人
の
興
味
と
関
心

い
て
、
系
譜
上
の
問
題
以
外
に
、

に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
に
関
連
し
て
、
説
明
が
類
型
的
に
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
郷
紳
と
彼
ら
の
も
つ
諸
側
面
に
つ

と
く
に
新
知
見
を
加
え
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。
一
つ
の
ケ
l
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
稽
す
る
所
以
で
あ
る
。
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註①
薙
正
十
三
年
、
同
州
は
府
に
昇
格
し
て
い
る
(
威
堕
同
州
府
志
谷
六
沿

革
表
〉
。

②
周
知
の
と
お
り
、
明
代
に
宰
相
と
い
う
官
職
は
な
く
、
「
内
閣
大
事
士
」

と
よ
ば
れ
る
も
の
の
通
稽
で
あ
っ
た
。

③
「
馬
氏
世
行
録
」
は
、
正
式
に
は
、
世
行
録
七
省
・
後
録
三
単
位
・
績
録

一
容
・
又
績
録
二
容
・
叉
績
録
之
徐
一
容
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
が
、
本

稿
で
は
「
世
行
録
」
で
統
一
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
倉
敷
は
通
容
の
も
の

'

で
あ
る
。

④
郷
紳
と
い
う
用
語
は
、
た
と
え
ば
、
藤
井
宏
氏
に
よ
る
と
、

「明
清
時

代
に
現
職
、
退
職
の
官
僚
を
彼
ら
の
郷
里
で
呼
ん
だ
言
葉
」
(
ア
ジ
ア
歴

史
事
典
・
ニ
・
四
O
六
頁
)
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

⑤
南
企
仲
撰

・
中
順
大
夫
湖
資
辰
州
府
知
府
寅
所
馬
公
墓
誌
銘
(
世
行
録

容
七
〉
な
ど
。

@
五
人
と
す
る
も
の
と
、
六
人
と
す
る
も
の
の
二
種
の
見
解
が
「
世
行

録
」
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
名
前
の
明
ら
か
な
の
は
五
人
で
あ
る
。

①
係
総
皐
撰
・
結
婚
光
線
大
夫
太
子
太
保
積
部
筒
書
粂
文
淵
閤
大
皐
士
繁
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時
令
馬
公
林
道
碑
鉱
、
王
事
叢
倭
・
停
(
世
行
鎌
倉
一

v

③
王
折
・
績
文
献
通
考
昌
也
五

O
選
暴
考
に
「
景
皇
帝
景
泰
元
年
以
遁
国
事

段
、
令
天
下
生
員
納
粟
上
馬
者
、
許
入
監
、
:
:
:
我
朝
納
粟
入
監
事
例
、

濫
鱗
於
此
」
と
あ
る
の
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
が
景
泰
元
年
か
ら
は
じ
ま
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

⑨
馬
自
強
撰
・
詰
贈
通
議
大
夫
倉
事
府
倉
事
翰
林
院
侍
讃
事
土
先
考
南
野

公
盤
批
李
淑
人
総
批
張
氏
行
獄
、
張
四
維
撲
・
詰
贈
通
議
大
夫
倉
事
府
倉

事
礎
部
左
侍
郎
粂
翰
林
院
侍
讃
事
士
直
線
順
天
府
宛
卒
鯨
豚
丞
南
野
馬
公

墓
誌
銘
、
李
廷
機
撰

・
墓
表
、
貌
撃
曾
撰

・
侍

(
世
行
鎌
倉
二
)

⑮
王
家
扉
撰
・
承
徳
郎
直
毅
順
天
府
通
剣
慾
奄
馬
公
墓
誌
鈴
、
何
東
序
撰

-墓
表
、
何
洛
文
撰
・
待
、
馬
自
強
撰
・
楊
蒲
人
墓
誌
銘
(
位
行
録
巻
一
一
一
)

。
馬
髄
撰
・
諮
授
光
録
大
夫
太
子
太
保
稽
部
術
書
粂
文
淵
閣
大
皐
土
贈
少

保
語
文
荘
先
考
乾
奄
公
行
賞
、
貌
事
曾
撰

・
詰
授
光
藤
大
夫
太
子
太
保
護

部
尚
書
粂
文
淵
閣
大
事
土
贈
少
保
誼
文
荘
馬
公
行
吠
、
張
四
維
撰
・
墓
誌

銘
、
申
時
行
撰

・
墓
表
、
王
錫
爵
撰
・
紳
道
碑
銘

A

問
・
侍
(
世
行
録
各

四
〉
、
こ
の
他
、
馬
自
強
の
停
は
、
明
史
容
一
一
一
九
、
聞
朝
酔
凧
徴
鎌
倉
一

七
、
本
朝
分
省
人
物
孜
倉
一

O
四
な
ど
に
あ
る
。

⑫
韓
燐
撰
・
散
官
允
奄
馬
公
墓
誌
銘
(
世
行
録
各
五
)

⑬
宮
崎
市
定
・
科
奉
(
秩
田
屋
・
一
九
四
六
〉
に
よ
る
と
、
明
代
に
明
経

科
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
記
述
に
は
や
や
疑
問
が
の
こ

る
。
た
だ
、
世
行
鎌
倉
一
一
に
み
え
る
馬
嗣
湿
の
侍
|
虚
某
撰
・
詰
贈
中

議
大
夫
太
僕
寺
少
卿
山
東
櫨
阿
南
府
通
剣
元
昭
馬
公
行
獄
、
李
棺
撲
・
馬
二

組
「
俸
に
よ
る
と
、
歳
貢
生
に
選
抜
さ
れ
る
こ
と
を
「
明
経
を
も
っ
て
云

々
」
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
用
例
で
あ
る
か
も

知
れ
な
い
。
記
し
て
後
考
を
ま
ち
た
い
。

⑭
李
元
吉
撰
・
後
仕
郎
卒
定
州
鈍
官
虚
毛
馬
公
墓
誌
銘
〔
世
行
保
巻
五
v

⑮
李
維
禎
撰
・
贈
奉
直
大
夫
散
官
約
甫
馬
公
墓
誌
銘
(
世
行
録
轡
六
)

⑮
楊
繕
謹
撰
・
修
職
郎
吉
川
皐
正
誠
軒
馬
公
墓
誌
銘
(
世
行
録
轡
六
)

⑫
南
軒
撰
・
底
土
馬
静
甫
墓
誌
銘
(
世
行
鎌
倉
七
)

⑬
南
企
仲
撲
・
中
順
大
夫
湖
慶
辰
州
府
知
府
寅
所
馬
公
墓
誌
銘
(
世
行
録

.
容
七
)

⑮
馬
健
撲
・
詰
授
朝
列
大
夫
山
東
布
政
使
司
右
参
議
粂
按
祭
司
余
事
整
筋

臨
清
等
慮
丘
(
備
使
伯
兄
数
乾
先
生
行
獄
、
玉
泉
議
撲
・
詰
授
朝
列
大
夫
山

東
布
政
使
可
右
参
議
粂
按
察
司
A

炊
事
整
筋
臨
清
等
廃
兵
備
使
数
乾
馬
公
墓

誌
銘
、
韓
燐
撰

・
墓
碑
銘
、
南
師
仲
撰
・
墓
表
、
盛
以
宏
撰
・
侍
(
世
行

鎌
倉
八
〉

③
石
原
道
博
・
文
線
慶
長
の
役
〈
塙
書
房

・
一
九
六
三
)

@
「
臨
清
の
民
嬰
」
に
つ
い
て
は
、
横
山
英
・
「
中
園
に
お
け
る
商
工
業

努
働
者
の
愛
展
と
役
割
」
(
歴
史
皐
研
究
二
ハ

O
〉
に
論
及
さ
れ
て
い
る

が
、
註
⑬
に
列
掌
し
た
馬
恰
の
五
つ
の
停
記
は
、

「臨
清
の
民
嬰
」
に
関

す
る
有
力
な
史
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

②
盛
以
宏
撰
・
詰
授
通
議
大
夫
南
京
肉
質
寺
卿
顧
甫
馬
公
墓
誌
銘
、
孫
聾

撰
・
墓
碑
銘
、
南
師
仲
撰
・
墓
表
(
世
行
録
容
九
〉

@
史
記
事
撰
・
文
林
郎
四
川
扉
山
田
肺
知
蘇
済
字
馬
公
墓
誌
銘
、
王
宏
租
撰

-
墓
表
(
世
行
録
倉
一

O
〉

@
韓
燦
撰
・
詰
授
中
憲
大
夫
雲
南
按
察
使
司
副
使
湾
海
道
敦
若
馬
公
事
誌

銘
〈
世
行
鎌
倉
一
一
〉

②
王
宏
租
撰
・
承
徳
郎
直
毅
蘇
州
府
通
剣
用
字
馬
公
墓
誌
銘
(
世
行
録
容

一
一
)

@
主
宏
租
撰
・
奉
直
大
夫
雲
南
師
宗
州
知
州
季
幹
馬
公
墓
誌
銘
(
世
行
録
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倉
一
一
)

②
慮
某
撰
・
結
婚
中
議
大
夫
太
僕
寺
少
卿
山
東
端
阿
南
府
通
剣
元
昭
馬
公
行

紋
、
李
階
撲

・
馬
ニ
民
「
侍
〈
世
行
鎌
倉
一

一
)

⑧
明
貫
録
崇
頑
一
六
年
二
月

・
三
月
了
酉
の
篠
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
、

武
定
州
は
清
軍
の
攻
撃
を
う
け
た
と
あ
る
。

@

馬

魯

撰

・
放
貫
生
曾
祖
相
九
公
行
欣
、
馬
先
受
撰

・
馬
相
九
別
侍
(
世

行
録
袋

二一
〉

③
馬
魯
撰
・
馳
贈
修
職
郎
増
贋
生
先
祖
君
典
公
行
欣
、
馬
賂
龍
撰
・
例
熔

務
人
李
太
孫
人
墓
誌
銘
(
世
行
鎌
倉
一
二
)

@

馬

魯

撰

・
例
賂
修
職
郎
増
庭
生
先
考
東
国
公
行
校
、
張
廷
溜
撰
・
例
腕
嗣

修
職
郎
増
底
生
東
園
馬
公
墓
誌
銘
(
世
行
録
各
二
一
)

@
馬
騰
鮫
撲

・
奉
紀
生
先
考
自
国
策
府
君
行
欲
、
李
元
春
撰

・
奉
紀
生
自
国
務

馬
公
基
一
誌
銘
、
李
元
春
撲

・
例
封
縞
人
馬
母
武
太
一指
人
合
葬
墓
誌
銘

(
世

行
録
各
二
ニ
〉

@
孫
繕
諜
撰
・
賓
奏
臓
障
肝
粛
馬
公
蟹
元
配
孫
安
人
合
葬
慕
誌
銘
(
世
行
鍛

省

一一ニ
〉

@
馬
先
登
撰

・
詰
贈
奉
政
大
夫
太
摩
生
叔
租
輝
堂
公
墓
表
〈
世
行
録
省

一

一一一〉

③
馬
先
受
撰
・
結
婚
朝
議
大
夫
先
考
厚
生
天
階
府
君
箆
先
批
左
恭
人
行
欲
、

賢
環
撰

・
諮
贈
朝
議
大
夫
天
階
馬
公
盤
配
左
恭
人
墓
誌
銘
、
馬
先
登
撰
・

先
批
左
嬬
人
繍
誌
ハ
世
行
録
各
一
一
一一〉

⑧
馬
先
登
の
経
歴
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
道
光
二
十
七
年
の
進
土
で
あ
る

こ
と
、
同
治
七
年
九
月
付
け

「世
行
録
」
の
序
文
に
、
「
賜
進
士
出
身
詰

授
朝
議
大
夫
権
知
河
南
懐
慶
府
事
」
と
肩
書
き
を
記
し
て
い
る
こ
と
以
外

に
は
、
わ
か
っ
て
い
な
い
。
な
お
、

「
明
諸問
歴
科
進
士
題
名
碑
録
」
に
よ

る
と
、
馬
先
登
と
同
年
の
進
士
に
、
沈
一
保
禎
や
李
鴻
章
の
名
が
み
え
る
。

@
こ
の
貼
に
つ
い
て
、
本
稿
は
、
。

FEm-
-目。
r
g旬
、H，
r
o
r
no
E
O

。ご
Z
2
5
OB

O
Eミ
(
C
己〈
・
0

『
巧
2
7
Z
窓
口
ヲ

2
・

ω
E
E
O
H由
mN
〉
の
結
論
と

一
致
す
る
。

③
宮
崎
市
定

・
科
翠

・
九
二
頁
以
下
。

⑧

重

田

徳

・
郷
紳
支
配
の
成
立
と
構
造
(
岩
波
講
座

・
世
界
歴
史
第
一
一
一

忠世

・
中
世
六
〉
な
お
、
こ
う
し
た
考
え
方
を
具
健
化
す
る
業
績
と
し
て
、

小
山
正
明

・
明
代
の
十
段
法
に
つ
い
て
(
千
葉
大
事
文
理
事
部
文
化
科
事

紀
要
一

O
輯
)
な
ど
が
あ
る
。
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land registers and of unregistered landsベガn-tiαμ隠田), but the
local

　

sentry were　unwilling to　relinquish　either of　these to　the state and

　

ignored the deadlines that were set.　　　　・

　　　

Later on, in the middle of the　Kang-xi康煕period, surveys of

　

Ｏne county at ａ time are notable, land registers being composed
in this

　

case for limited　areas. But after the middle of Kang-χi surveys of

　

･entire provin･ces were prevalent. In the 169O's the ■ｚi-ｓＫｏＭｃｈｏｔ司匹ｇ

　

目丈一抽丈method of surveying became widely established. In adO pting

、this

　

method, however, the state was　obliged　to　grant de faeto re-

　

£ognition to unregistered laiids. II　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　j

　　　

The

　

reasons

　

for this include the separation of the･ local gentry

　

irom the process of production, the relative improvement in the‘　status

　

心f the direct producers, t＼ｉｅｄｉａｎ-ｈｕ佃戸, widespread rent resistance

　

く知ｎｇ　ＺＭ抗租)ｏｎ the part of the tenants which made for instabiμty

　

in

　

rent

　

collection, and　also　the state's　inability, to force　collection

　

く:orincrease) of tａχes.‘　　　　　　　　　　　　　　　　し

　　　

What came to the fore here, as an　instrument of rural control

　

based on compromise ａ!id co-existencβbetween the state and the local

　

gentry was the di-ｄｉｎｓｙi箆地丁銀system. The state, 0n behalf of the

　

gentry and the landlordsﾀﾞguaranteed the tenants　payment of rent by

　

violence･ and the gentry undertook to pay their tａχesto the state； but

　

as

　

the

　

compilation

　

of

　

land

　

registers

　

might

　

have

　

given

　

the

　

state

　

-unilateral power　to　increase taxes, it was perhaps for this reason that

　

they were not compiled.

The Ma 馬Clan of Tong･zhou 同州，Ｓｈａｎｇ-ｘi映西

TａｆｅｏｎｏｂｕＴｅｒａｄａ

　　

This paper is ａ case study devoted to tl!ｅproblem of the local

gentry. Utilizing the Guan-ｘｉ Ｍａ-ｓhiｓhi-xing-lu M西馬氏世行録as ａ

principal source, the author pursues the genealogy of the Ma clan､of

　　　　　　　　　　　　　　　

－4－



Tong-zhou, Shan･χi ―which produced the Ming Grand Secretary Ma

Ｚｉ･qiang馬自強(1513―1578) ― and the activitiesof the clansmen over

ａ period of four to five hundred years, from early Ming t０late Qing･

He concludes that nearly all the people who appear in the Shi･ｘｉｎｇ-lｕ

were degree-holders （ｓｈｅｎｇ-yuan生員，jW-ｒａ皐人, or j加一功丿進士），

and that with the exception of those clansmen who spent their entire

lives in　the imperial bureaucracy, a11 0f　the ones　who　were　either

retired from ｏ伍ce　and　living in the countryside　O「　stillon　active

service were mainly preoccupied with agriculture and acted as landlo-

rds, moneylenders, merchants, and　teachers　in　private　academies.

Furthermore, it is argued, the Ma clansmen were political,economic,

and cultural leaders in the Tong･zhou area, and throughout the whole

span of the Ming-Qing era their mode of life and their relations with

village society remained virtually unchanged.

- ５－


